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第１章　序　論

　第１節　合併の必要性

　１　市町村行政の広域的対応の必要性

　　現在の４町の区域は、「明治の大合併」、「昭和の大合併」により設定されたものですが、その

後の交通・情報手段の発達や経済活動の進展に伴い、住民の日常生活圏は市町村の区域をはるか

に越えて拡大しています。こうした中、住民の生活圏拡大に対応した行政サービスの提供が求め

られてきており、また、介護保険やごみ処理のように、広域的に取り組まないと不効率な事務も

増加しています。

　　本地域においても、消防やごみ処理等の一部事務組合を設立するなど、広域行政を推進してき

ましたが、総合的・一体的に対応するためには、４町の合併により、意思決定や事業実施などを

単一の行政体で行うことがより効率的・効果的です。

 

－１－

図表１－１　一部事務組合等の設置状況

吹　上　町日　吉　町伊 集 院 町東 市 来 町
町

種　類

ご み 処 理

単　　独単　　独し 尿 処 理

消　 防

介 護 保 険

火 葬 場

日 置 地 区 塵 芥 処 理 組 合

串木野市・市来

町・東市来町衛

生処理組合

薩南衛生

処理組合

日 置 地 区 消 防 組 合

日 置 広 域 連 合

西 薩 火 葬 場 組 合 薩南火葬場組合



　２　地方分権の推進

　　中央集権による弊害を解消するため、住民に身近な行政の権限をできる限り自治体に移し、地

域の創意工夫による行政運営を推進しようとする地方分権の動きが進展する中、平成１２年４月に

は「地方分権一括法」が施行されました。平成１３年７月には「地方分権改革推進会議」が設置さ

れ、国と地方の役割分担に応じた事務・事業のあり方についての意見が取りまとめられました。

そして現在、国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税改革を一体で検討する「三位一体の改

革」の具体的方策について審議が進められています。

　　地方分権の下では、自己決定、自己責任による地域づくりが原則となり、職員にも政策立案・

課題解決能力や高度な専門能力が求められることとなります。このような中、小規模な市町村に

おいては職員が多くの仕事を兼務し、専門的な職員の確保・育成も困難な現状にあり、事務量の

増加にどのように対応し、専門性を発揮していくかが大きな課題となっています。

　３　少子・高齢化の進行への対応

　　わが国は世界一の長寿国家となる一方で、合計特殊

出生率が大幅に低下した結果、少子・高齢化が急速に

進んでいます。特に、本県は全国を上回るスピードで

高齢化が進行しており、この傾向は今後も一段と進行

することが見込まれます。

　　こうした人口構造の変化は、福祉関係などの費用が

増大する中で、税収等の財源は逆に減少するなど、自治体の運営に大きな影響を及ぼすことが予

想されます。

　４　国・地方を通じた厳しい財政状況への対応

　　国及び地方の長期債務残高は、平成１６年度末で約７１９兆円になると見込まれています。一方、

小規模な市町村は、住民一人当たりの歳出総額が割高で、国・県からの交付金・補助金に依存し

ている割合が大きいなど、「自立し得る自治体」からはほど遠いというのが現状です。

　　このような状況の中で、本県及び本地域における国への財源依存度の高さや財政の硬直化は全

国以上に深刻となっており、財政構造の改革は早急に解決しなければならない重要課題となって

います。 
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図表１－２　本地域の高齢化の状況

２６．５％本地域

２２．６％本県平均

１７．３％全国平均

資料：平成１２年国勢調査

図表１－３　本地域の各町の財政状況

起債制限比率経常収支比率財政力指数
自 主 財 源 比 率

うち地方税

９．６８３．２０．４０３５．５５０．４全国市町村平均

１１．６９０．８０．２５２０．８２６．１本県市町村平均

８．０８８．２０．２８１２．３２７．３東 市 来 町

９．５８１．１０．４７２８．７３９．１伊 集 院 町

１５．６９７．３０．１７９．２２２．７日 吉 町

８．８８９．９０．２２１１．０２５．８吹 上 町

資料：市町村財政状況（平成１４年度決算）。ただし、全国市町村平均は平成１３年度決算を、その中の自主財源比

率は、市町村決算状況調をもとに推計。



第２節　新市まちづくり計画策定の方針

　１　新市まちづくり計画の位置づけ

　　　新市まちづくり計画は、合併特例法第５条に規定する「市町村建設計画」に該当するもので、

合併の適否を判断するひとつの材料となるものであって、いわば新市のマスタープランとしての

役割を果たします。

　　　このため、当計画は、東市来町、伊集院町、日吉町及び吹上町（以下「４町」という。）のこ

れまでの基本構想を踏まえつつ、さらに４町の住民の意見を反映させて作成しており、４町の住

民や議会に対して、新市の将来ビジョンを示すものとして活用します。

　　　なお、より詳細かつ具体的内容については、新市誕生後にこの新市まちづくり計画を尊重して

策定する地方自治法に基づく「基本構想」　（総合計画など）に委ねるものとします。 

－３－

→根拠：市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）
第５条　市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるとこ
ろにより、作成するものとする。
１　合併市町村の建設の基本方針
２　合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設
の根幹となるべき事業に関する事項

３　公共的施設の統合整備に関する事項
４　合併市町村の財政計画
５　市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目
的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとと
もに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければ
ならない。

住民アンケート調査 住民会議（新市まちづくり３０人会）

４町長ヒアリング調査 住民説明会、懇話会等

新市の基本構想（総合計画など）

根拠：地方自治法
第２条 ４　市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域におけ
る総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしな
ければならない。

日置中央合併協議会（新市まちづくり計画）

４町の総合振興計画

広域市町村圏計画

日置６町の将来像等について

２１世紀新かごしま総合計画

新市まちづくり計画を尊重し、その趣旨・内容等を
活かした形で、新市に移行したあと速やかに作成



　２　計画の構成

　　本計画は、新市における主要指標の見通し、新市を建設していくための基本方針、基本方針を

実現していくために根幹となる事業、公共的施設の統合整備及び財政計画を中心として構成しま

した。

　３　計画の期間

　　本計画は、将来を見据えた幅広い長期的な視野に立つ必要があることから、国・県の財政支援

等を考慮し、合併が行われた日の属する年度から１０年間を計画期間とします。

　４　住民意見の反映

　　本計画は、住民アンケートの結果や新市まちづくり３０人会からの提案などを通じて、４町住民

の意見が十分反映されるよう配慮しました。

　５　その他

　　公共的施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域

のバランスや財政事情を考慮しながら逐次実施していくものとします。

　　また、新市の財政計画については、健全な財政運営に努め、地方交付税、国や県の補助金、地

方債等の依存財源を過大に見積もることなく、新市において健全な財政運営が行われるよう十分

留意して策定するものとします。このほか現在４町それぞれで策定している「総合振興計画」及

び日置任意合併協議会で作成した「日置６町の将来像等について」を踏まえるとともに、「広域

市町村圏計画」や　「２１世紀新かごしま総合計画」との整合性を図るものとします。

 

－４－



第２章　新市の概況

　第１節　新市の基本構造

　１　位置・地勢

　　新市は、薩摩半島の中央部に位置しており、東は県都鹿児島市に接し、西は東シナ海に面して

います。また、北は市来町、薩摩川内市に、南は金峰町に接しています。東シナ海に面した海岸

線には、日本三大砂丘の「吹上浜」が広がっています。

　２　面積

　　新市の総面積は２５２．９７裄であり、鹿児島県の総面積９，１３２．４２裄の２．８％を占めています。現在

の県内１４市と比較すると、４番目の広さとなり、県内の市の平均面積１７０．７４裄の１．５倍の広さに

なります。

 

－５－

図表２－２　本地域の各町の面積

面積（裄）

７０．９０東 市 来 町

５５．８３伊 集 院 町

２９．２５日 吉 町

９６．９９吹 上 町

資料：平成１３年全国都道府県市区町村別面積調
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図表２－１　新市の面積と県内１４市との比較

資料：平成１３年全国都道府県市区町村別面積調



　３　人口構造

　　盧　総人口

　　　　総人口は、平成１２年国勢調査によると５３，３９１人であり、鹿児島県の総人口（１，７８６，１９４人）

の３．０％を占め、県内１４市と比較すると、鹿児島市、鹿屋市、川内市、国分市に次いで第５番

目となります。平成７年国勢調査と比較すると、６００人（１．１％）増加しています。

　　　　年齢階層別人口の構成比をみると、年少人口（０～１４歳）が１５．０％、生産年齢人口（１５～６４

歳）が５８．５％、老年人口（６５歳以上）が２６．５％となっており、鹿児島県全体の高齢化率（２２．６％）

よりも高齢化が進行しています。 

－６－

図表２－４　各町の人口の推移
（単位：人）

平成１２年平成７年平成２年

５３，３９１５２，７９１５２，６７５総　　人　　口

１３，６２３１３，６９２１４，２０３東 市 来 町

２３，９６１２２，６５１２１，２５３伊 集 院 町

５，９３４６，０８８６，４６１日 吉 町

９，８７３１０，３６０１０，７５８吹 上 町

資料：国勢調査
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図表２－３　総人口及び年齢階層別人口の推移

資料：国勢調査



－７－

図表２－６　年齢階層別人口
（単位：人）

総人口
老年人口

（６５歳以上）
生産年齢人口
（１５～６４歳）

年少人口
（０～１４歳）

市町村名

５３，３９１ 
（１００．０％）

１４，１２７ 
（２６．５％）

３１，２３５ 
（５８．５％）

８，０２５ 
（１５．０％）

総 人 口

１３，６２３ 
（１００．０％）

４，２８５ 
（３１．５％）

７，６４３ 
（５６．１％）

１，６９５ 
（１２．４％）

東 市 来 町

２３，９６１ 
（１００．０％）

４，３５６ 
（１８．２％）

１５，３３６ 
（６４．０％）

４，２６５ 
（１７．８％）

伊 集 院 町

５，９３４ 
（１００．０％）

１，９６９ 
（３３．２％）

３，１７６ 
（５３．５％）

７８９ 
（１３．３％）

日 吉 町

９，８７３ 
（１００．０％）

３，５１７ 
（３５．６％）

５，０８０ 
（５１．５％）

１，２７６ 
（１２．９％）

吹 上 町

資料：平成１２年国勢調査

注：総人口には、年齢不詳を含む
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図表２－５　新市の人口と県内の１４市との比較

資料：平成１２年国勢調査



　　盪　世帯数

　　　　世帯数は、平成１２年国勢調査によると、２０，０４２世帯であり、鹿児島県の総世帯数（７１６，６１０世

帯）の２．８％を占めています。平成７年国勢調査と比較すると、９１２世帯（４．７％）増加していま

す。世帯の内訳をみると、単独世帯や核家族世帯が増加しています。
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図表２－８　総世帯数・単独世帯数・核家族世帯数の推移
（単位：世帯）

平成１２年平成７年平成２年

２０，０４２１９，１３０１８，７３１世 帯 総 数

５，２７６５，１１３５，１６８東 市 来 町

８，３４４７，５５０６，９２２伊 集 院 町

２，３７４２，３８９２，４４６日 吉 町

４，０４８４，０７８４，１９５吹 上 町

平成１２年平成７年平成２年

５，０１１４，３９９４，０６９単独世帯総数

１，４０７１，２２７１，１２６東 市 来 町

１，７２９１，３８２１，２０９伊 集 院 町

６５５６１３５８１日 吉 町

１，２２０１，１７７１，１５３吹 上 町

平成１２年平成７年平成２年

１３，１５６１２，６９８１２，３８９核家族世帯総数

３，３０１３，２６４３，３６８東 市 来 町

５，８８３５，４３４４，９２８伊 集 院 町

１，４７９１，５１４１，５３８日 吉 町

２，４９３２，４８６２，５５５吹 上 町

資料：国勢調査
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図表２－７　世帯数の推移

資料：国勢調査



　４　産業構造

　　盧　就業人口

　　　　就業人口の産業別割合は、第一次産業が１０．５％（２，５５１人）、第二次産業が３０．６％（７，４４４人）、

第三次産業が５８．９％（１４，３０１人）となっています。鹿児島県全体と比べると第二次産業（県全

体２４．２％）の比率が高くなっています。
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図表２－１０　産業別就業人口・産業別構成比率

総　数第三次産業第二次産業第一次産業

人口（人）構成比人口（人）構成比人口（人）構成比人口（人）

２４，２９６５８．９％１４，３０１３０．６％７，４４４１０．５％２，５５１新 市

６，２８４５４．６％３，４３３３２．７％２，０５３１２．７％７９８東 市 来 町

１１，０６１６５．３％７，２２２２９．０％３，２０４５．７％６２９伊 集 院 町

２，６９６４９．７％１，３４０３３．６％９０５１６．７％４５１日 吉 町

４，２６１５４．１％２，３０６３０．１％１，２８２１５．８％６７３吹 上 町

８２８，９５７６３．５％５２６，３８８２４．２％２００，５４８１２．０％９９，３２３県　　　計

資料：平成１２年国勢調査

注）総数には分類不能を含む
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第一次産業　　　第二次産業　　　第三次産業 

30.6% 58.9%
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29.0% 65.3%
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12.0% 24.2% 63.5%

10.5%
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16.7%

15.8%

12.0%

図表２－９　産業別就業人口構成比率

資料：平成１２年国勢調査



　　盪　市町村内純生産

　　　　市町村内純生産額の産業別割合は、第一次産業が３．３％（約３，６２０百万円）、　第二次産業が

３７．６％（約４１，０７５百万円）、第三次産業が５９．１％（６４，５８８百万円）となっています。鹿児島県

全体と比較すると、就業人口と同様に、第二次産業の比率（県全体２３．２％）が高くなっていま

す。 
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図表２－１２　市町村内生産額・産業別構成比率

市町村内純生産額第三次産業第二次産業第一次産業

生産額（千円）構成比生産額（千円）構成比生産額（千円）構成比生産額（千円）

１０９，２８４，５８３５９．１％６４，５８８，５１４３７．６％４１，０７５，９１６３．３％３，６２０，１５３新 市

２６，６８５，６２０６０．４％１６，１２８，４６４３５．４％９，４４５，８６７４．２％１，１１１，２８９東市来町

５５，９０８，４７２５７．８％３２，３１７，４３８４０．５％２２，６３４，５３１１．７％９５６，５０３伊集院町

１０，４１１，４８３４７．８％４，９８１，８６０４５．１％４，６９７，４６９７．０％７３２，１５４日 吉 町

１６，２７９，００８６８．６％１１，１６０，７５２２６．４％４，２９８，０４９５．０％８２０，２０７吹 上 町

４，５３７，７９７，１７３７２．１％３，２７２，５８３，４４４２３．２％１，０５３，５６２，３８６４．７％２１１，６５１，３４３県　計

資料：平成１１年度市町村民所得推計

注：構成比の合計は小数点第２位の四捨五入の関係で１００％にはならないこともある。

資料：平成１１年度市町村民所得推計
注：構成比は帰属利子控除前の純生産額を１００％として算出（帰属利子・・・金融業の算出額を定義するための特殊
な帰属計算項目であり、受け取り利子か及び配当金から支払利子を控除したものをいう。利子は他産業からの付
加価値から支払われるが、各産業の合計（市町村内純生産額）として計上する場合は、この帰属利子を一括控除
するのが一般的である。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 
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日 吉 町  

吹 上 町  
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第一次産業　　　第二次産業　　　第三次産業 

37.6% 59.1%

35.4% 60.4%

40.5% 57.8%
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26.4% 68.6%
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4.7% 23.2% 72.1%
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図表２－１１　市町村内純生産額産業別構成比率



第２節　新市の特性と課題

　１　特性

　　盧　地域資源

　　　漓　日本三大砂丘「吹上浜」

　　　　　東シナ海に面した西海岸には、「日本の渚百選」にも選ばれた白砂青松の日本三大砂丘「吹

上浜」が南北に続いています。この吹上浜では、年間を通して潮干狩りが楽しめるほか、釣

りやサーフィンなどマリンレジャーのメッカとなっており、新市における最大の観光資源と

して位置づけられます。

　　　滷　多彩かつ豊かな歴史・文化資源

　　　　　新市は、多彩で豊かな歴史と文化資源に恵まれています。

　　　澆　古くからの温泉街や新たな温泉施設

　　　　　「湯之元温泉」や「吹上温泉」は、古くから温泉地として人々の交流が図られており、現

在も日帰りや滞在型観光の大きな資源となっています。また、近年、各町で温泉施設も建設

され、このような温泉資源を活用した観光・交流の拡大が期待されます。

　　盪　立地条件

　　　漓　県都鹿児島市に隣接する地理的優位性

　　　　　新市は、その東側で県都鹿児島市と隣接し、ベッドタウンとして定住が進んでいる地域が

みられ、今後も立地を生かした定住促進や企業誘致が図られる可能性を秘めています。

　　　滷　人・物の交流に優れた交通アクセス

　　　　　新市を東西に走るＪＲ鹿児島本線、平成１６年３月に開業した九州新幹線を始めとして、南

九州西回り自動車道のインターチェンジ（ＩＣ）を有しているほか、国道３号、国道２７０号

を基幹道路として、これら基幹道路に県道や町道が接続しているなど、人・物の交流に優れ

た条件を備えています。

　　蘯　近年の動向

　　　漓　本県農業の総合的開発拠点「県農業開発総合センター」

　　　　　本県の「２１世紀新かごしま総合計画」における主要プロジェクトとして、吹上・金峰地域

において「県農業開発総合センター」の整備が進められています。これにより農業大学校や

農業関係試験場（耕種部門）が同センターに再編整備され、鹿児島県の農業の総合的な拠点

として位置づけられます。今後、農業技術の開発や担い手の育成など、基幹産業である農業

振興に大きく貢献するものと期待されます。 
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約４００年の歴史を誇る鹿児島県を代表する伝統工芸品である。薩摩焼

毎年約１０万人の参加者が訪れる鹿児島の三大行事である。妙円寺詣り

白装束に身を包んだ若い衆が、たんぼの中で飛び跳ね、泥まみれにな

りながら、豊作を祈願するお祭りである。
せっぺとべ

４５０年程前、島津日新公の戦勝の祈願がけが始まりとされている。流鏑馬



　２　　課題

　　　盧　過疎化・少子高齢化への対応

　　　　　本地域は、将来的にも過疎化・少子高齢化が進行していくことが予測されることから、新

市においては、定住促進や交流人口の拡大など地域バランスを考慮した一体的なまちづくり

や子供を産み育てる環境づくりが必要です。

　　　盪　吹上浜の一体的な活用

　　　　　吹上浜は南北に約４５袰と長く、サーフィンや魚釣り、地引き網などに多くの来訪者があり、

マリンレジャー施設の整備も進められていますが、一体的に活用するまでには至っていない

のが現状です。

　　　　　新市においては、この最大の観光・交流資源である吹上浜の保全・再生に努めながら、有

効に活用していくことが必要です。

　　

　　　蘯　住民の生活圏の拡大や新市の一体性の確保

　　　　　新市における道路体系は、更なる利便性の向上を図るため、広域・域内や旧町間・主要施

設間を接続する道路を整備する必要があります。

　　　　　また、公共交通体系については、民間事業者により鹿児島市から新市内各地域への路線が

ありますが、地域間の公共交通機関は不十分であります。新市においては、高速交通体系や

鹿児島市とのアクセスの向上や新市内の公共交通体系の確立を図ることにより、住民の生活

圏の拡大や新市の一体性の確保に努めることが必要です。

　　　盻　産業振興と雇用の場の確保

　　　　　新市における第一次産業の就業人口は年々減少傾向にあり、また就業者の高齢化や後継者

不足により、生産力や地区の活力低下が懸念されます。また、企業誘致は近年の経済状況の

悪化等によりほとんど進んでいない状況です。商業についても、県都鹿児島市をはじめとす

る周辺の都市部への購買力の流出が見られています。

　　　　　新市においては、県農業開発総合センターとの連携等による農業振興をはじめ、更なる企

業誘致、魅力ある商店街づくりなど産業振興と雇用の場の確保が必要です。

　　　眈　新市内外との連携

　　　　　住民の日常生活における活動圏域は、鹿児島市や串木野市、加世田市などの北側や南側に

位置する周辺の都市部との関係が深い状況にあります。

　　　　　新市においては、様々な分野において地域間の連携を推進するとともに、新市外との連携

による広域的まちづくりが必要です。
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第３章　主要指標の見通し
　新市の将来推計人口は、合併後も僅かずつ増加することが予測されます。この増加傾向はその後も

続き、平成２７年には５４，３１１人となり、平成１２年と比較すると、９２０人（１．７％）増加すると予測されま

す。

　年齢階層別の構成比をみると、年少人口（０～１４歳）は下降、生産年齢人口（１５～６４歳）はほぼ横

ばい、老年人口（６５歳以上）は緩やかに上昇しています。

　また、新市の世帯数は、単独世帯や核家族世帯の増加に伴い、今後も増加することが予測されます。

平成２７年には２２，３５０世帯となり、平成１２年と比較すると、２，３０８世帯（１１．５％）増加すると予測されま

す。
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注）平成１２年は国勢調査、平成１７年以降は人口問題研究所の簡易人口推計システムによる推計値で、小数点以下を四

捨五入するため、構成比の合計は１００％にならないこともある。
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図表３－１　新市の人口の将来予測

図表３－２　新市の世帯数の将来予測
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注）平成１２年は国勢調査、平成１７年以降は人口推計をもとにした推計値
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図表３－３　新市の将来推計人口
単位：上段：人、下段：５ケ年の増減率

平成２７年平成２２年平成１７年平成１２年

５４，３１１
０．５％

５４，０３２
０．６％

５３，６９５
０．６％

５３，３９１
（１００．０）

総 人 口

１３，０９０
－１．８％

１３，３３０
－１．２％

１３，４９２
－１．０％

１３，６２３
（１００．０）

東 市 来 町

２７，６０１
４．６％

２６，３９４
４．９％

２５，１６５
５．０％

２３，９６１
（１００．０）

伊 集 院 町

５，３１２
－３．６％

５，５０９
－３．６％

５，７１４
－３．７％

５，９３４
（１００．０）

日 吉 町

８，３０８
－５．６％

８，７９９
－５．６％

９，３２４
－５．６％

９，８７３
（１００．０）

吹 上 町

注）平成１２年は国勢調査、平成１７年以降は人口問題研究所の簡易人口推計システムによる推計値

図表３－４　新市の将来推計高齢化率

平成２７年平成２２年平成１７年平成１２年 

２７．８％２６．５％２６．９％２６．５％高 齢 化 率

３４．１％３２．６％３２．５％３１．５％東 市 来 町

２１．８％１９．７％１９．２％１８．２％伊 集 院 町

３３．１％３２．２％３３．４％３３．２％日 吉 町

３４．６％３３．９％３５．７％３５．６％吹 上 町

注）平成１２年は国勢調査、平成１７年以降は人口問題研究所の簡易人口推計システムによる推計値

図表３－５　新市の将来推計世帯数
単位：上段：世帯、下段：５ケ年の増減率

平成２７年平成２２年平成１７年平成１２年

２２，３５０
３．８％

２１，５３３
３．８％

２０，７５３
３．５％

２０，０４２
－　　

世 帯 総 数

５，６１１
１．７％

５，５１８
２．２％

５，３９９
２．３％

５，２７６
－　　

東 市 来 町

１０，７２５
８．６％

９，８７５
８．８％

９，０７７
８．８％

８，３４４
－　　

伊 集 院 町

２，３２３
－０．６％

２，３３７
－０．７％

２，３５３
－０．９％

２，３７４
－　　

日 吉 町

３，６９１
－２．９％

３，８０３
－３．１％

３，９２４
－３．１％

４，０４８
－　　

吹 上 町

注）平成１２年は国勢調査、平成１７年以降は人口推計をもとにした推計値



第４章　新市建設の基本方針

　第１節　基本理念

　新市は、県都鹿児島市に隣接しており、日常生活においても鹿児島市と深いつながりがあります。

また、近年、南九州西回り自動車道の伊集院インターチェンジが開設され、周辺の道路整備も徐々

に進んできています。さらに平成１６年３月には九州新幹線（鹿児島中央駅～新八代駅間）が開業す

るなど、広域移動における利便性が日毎に向上しています。

　このような状況を踏まえ、新市が一体となって、新たな地域づくりを展開するうえで、最も生か

すべき条件は「６０万都市に隣接する地理的特性」と言えます。今後、県都の西隣に位置するという

地理的な優位性を最大限に生かしながら、産業の振興を図るとともに、より一層交流の輪を広げる

ことで、定住人口の拡大を図ることが期待されます。

　また、新市は、壮大でロマンに満ちた歴史的、文化的遺産に加え、白砂青松の日本三大砂丘「吹

上浜」や東シナ海、さらには優れた泉質を誇る温泉など、古の情緒と安らぎに満ちた貴重な資源を

数多く抱えています。

　このため、これらの恵まれた資源を活用し、市民が心身ともに健やかに過ごせるまちづくりを目

指すとともに、拠点となる施設づくりや長期滞在が可能となる受け入れ体制の整備に努めることに

よって、集客力の向上を図り、魅力ある観光地づくりを進めていきます。

　さらに、効率的で収益性の高い営農を確立するための広域的な農業基盤の整備をはじめ、作物の

ブランド化と体験農業等を中心としたグリーン・ツーリズム＊の展開や、豊かな海の恵みを活用し

た水産業の振興、魅力あるにぎわい空間の創出などに努め、新市内の一体的浮揚・発展を図ってい

きます。

　このほか、市制施行に伴う規模拡大の効果を発揮しながら、各地域の有する資源を総合的に活用

することにより、企業誘致の促進や交流人口の増加を図り、さらに財政基盤を強化することで、公

共施設等の効率的な整備や活力あるまちづくりを一層推進していきます。

　以上のことから、新市のまちづくりの基本理念を「地理的特性と歴史や自然との調和を生かした

ふれあいあふれる健やかな都市づくり」とします。 

－１５－

地理的特性と歴史や自然との調和を生かした　　　　
　　　　　ふれあいあふれる健やかな都市づくり

＊グリーン・ツーリズム→主に都市住民が農村に滞在して、農業体験や農村での生活を通じて、伝統文化、自然等
にふれるとともに、地域の人々と交流することを目的とした余暇活動。



第２節　まちづくりの基本方向

　新市は、白砂青松の日本三大砂丘「吹上浜」や東シナ海など、美しい景観に恵まれています。こ

の豊かな自然環境を生かし、心身ともに健やかに過ごせるふれあいと安らぎのあるまちづくりを進

めます。

　新市は、県都鹿児島市と隣接しており、日常生活においても深いつながりがあります。この地理

的特性を最大限に生かしながら、産業の振興と定住人口の拡大を図り、魅力あるまちづくりを進め

ます。

　　新市は、壮大でロマンに満ちた歴史的、文化的遺産を数多く有しています。これらの資源を有機

的に連携し、拠点となる施設づくりなどに努めることによって、歴史と文化のまちづくりを進めま

す。

　

　　新市は、豊富な歴史的・文化的遺産や自然資源に加え、県農業開発総合センター等の新たな産業

基盤が整備されつつあります。これらの地域資源を効果的かつ一体的に活用することで、地域の特

性を生かした農業、林業、水産業、観光等の展開を図るとともに、新たな産業を育成し、個性ある

産業振興のまちづくりを進めます。
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豊かな自然環境を生かしたふれあいと安らぎのある健やかなまちづくり

地理的特性を生かした魅力あるまちづくり

古のロマンが織りなす歴史と文化のまちづくり

地域資源の持つ可能性を生かした個性ある産業振興のまちづくり



第３節　土地利用方針

　新市の土地利用は、自然・社会・経済・文化などの諸条件に十分配慮し、新市内の調和を図りな

がら、長期的展望に基づき、適正かつ合理的に行うものとします。

　　盧　都市地域

　　　　都市地域は、都市計画法により、新市の行政区域面積の約３１．１％を占める７，８６２ｈａが都市計

画区域に指定されています。

　　　　この地域については、土地区画整理事業などの導入による良好な都市環境の整備を進め、機

能的な都市基盤の形成を図ります。

　　盪　農業地域

　　　　農業地域は、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）により、新市の行政区域面積の約

８３．１％を占める２１，０２０ｈａが農業振興地域に指定されています。

　　　　この地域については、土地改良、農用地造成等による農業生産基盤の整備を進め、効率的な

利用と生産性の向上を図ります。

　　蘯　森林地域

　　　　森林地域は、森林法により、新市の行政区域面積の約５８．６％を占める１４，８１６ｈａが森林地域に

指定されています。

　　　　この地域については、森林のもつ多面的な機能を総合的に発揮できるよう、必要な森林の確

保と整備を図ります。

　　盻　自然公園地域

　　　　自然公園地域は、自然公園法により、新市の行政区域面積の約５．７％を占める１，４３０ｈａが自然

公園区域に指定されています。

　　　　自然公園は優れた自然の風景地であり、その利用を通じて市民の保健、休養に役立つもので

あることから、適正な利用を進めます。
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図表４－１　新市の土地利用区分

行政区域
面 積

【 自 然 公 園 法 】【森 林 法】【 農 振 法 】【都市計画法】

 

自 然 公 園 地 域森 林 地 域農 業 地 域都 市 地 域

うち普通
地 域

うち特別
地域（第
１～３種）

自然公園
区 域

うち民有林うち国有林森林地域
うち農用
地 区 域

農業振興
地 域

うち市街化
区 域 等（用
途地域）

都市計画
区 域

２５，２９７７４０６９０１，４３０１２，８５５１，９７５１４，８１６３，０７４２１，０２０６８９７，８６２面積（ｈａ）

１００．０％－－５．７％－－５８．６％－８３．１％－３１．１％構 成 比

資料：土地対策の概要（平成１６年１０月、数値は平成１６年３月３１日現在）
注：指定地域の重複があるため、構成比の合計は１００％にならない



第４節　分野別の振興方向

　１　社会基盤（どこに住んでいても不便さを感じない都市基盤づくり）

　　ユニバーサルデザイン＊の概念のもとで、道路・交通網の充実に加え、きめ細かい情報・通信

網や市街地整備を図ることで、老若男女を問わず、また、障害のあるなしに関わらず、全ての人

がどこに居住していても不便を感じず、快適に居住できる地域づくりを進めるとともに、新市に

ふさわしい魅力ある都市環境づくりを進めます。

　　盧　道路・交通：市内外の移動を円滑に進める道路・交通網の確立

　　　　道路網については、旧町間を結ぶ幹線道路の整備充実を図るとともに、渋滞緩和のためのバ

イパス道路や高速交通へのアクセス道路、生活道路の整備などを進め、市内での移動を円滑に

し、災害時にも対応できる道路網を確立します。また、鹿児島市と結ぶ幹線道路の整備を進め、

通勤の利便性向上や観光・交流の促進を図ります。

　　　　このほか、「吹上浜サイクリングロード」、「歩きたくなる道づくり」等の整備や市街地の道

路のバリアフリー化など、人や自転車等が利用しやすい道づくりを進めます。

　　　　交通網については、バス路線の再編促進や地域内循環バスの拡充などにより、市内移動にお

ける利便性の向上に努める一方、ＪＲの便数拡大や高速バス、深夜バスの運行等における市外

との交通アクセスの整備・充実を図ります。

　　盪　情報・通信：地域間の格差を解消するきめ細かい情報通信網の整備

　　　　情報・通信網については、教育、行政、福祉、医療、防災等の高度化を実現するため、本

所・支所間をはじめとする学校、図書館、公民館などの公共施設を高速な情報通信ネットワー

クで結び、どの地域においても情報が確実に入手でき、均一な行政サービスを受けられるよう

な体制づくりを進めます。また、郵便局等公共性の高い機関との情報通信ネットワークを整備

することにより、市民に対するサービス拠点の拡充を図ります。

　　　　市内の情報・通信基盤については、携帯電話のサービスエリアの拡充や光ファイバー網の整

備などを進め、情報格差の解消を進めます。あわせて、情報・通信技術についての教育や事業

者等の情報化投資に対する支援などを進め、情報・通信基盤の活用を促進します。

　　蘯　市街地整備：新市にふさわしい魅力ある市街地の形成

　　　　各地域の市街地については、都市計画の推進や中心市街地活性化事業の導入等により、新市

にふさわしい魅力ある市街地づくりを進めます。特に観光・交流の拠点となる地区については、

新市の観光イメージにあった街並み整備等を進めます。

　　　　また、既存の市街地整備とあわせ、道路整備や住宅・宅地開発により発展が期待される地域

については、新たな商業集積を含めた新市街地の形成に向けて取り組みを進めます。
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＊ユニバーサルデザイン→　１９９０年にノースカロライナ州立大学のロン・メイス氏が「出来る限り最大限全ての人
に利用可能であるように、製品、建物、空間をデザインすること」と定義もの。バリアフリーが「存在する障害・
障壁を除去する」という意図があるのに対して、ユニバーサルデザインは「最初から全ての人に対して障害・障壁
を感じさせない」ことを意図している点が異なる。



　２　生活環境（自然環境と調和する豊かな暮らしづくり）

　　ごみ処理や生活排水対策などの総合的な環境対策を進めるとともに、自然環境の保護の観点か

ら貴重な財産である吹上浜等の豊かな自然環境を守り、育みながら、自然と調和する暮らしを実

現します。

　　盧　上水道：良質の水を安定的に供給する体制の確立

　　　　上水道については、水源の確保や涵養林の育成に努めるとともに、施設の統合ならびに共同

利用を進め、安定した水の供給を図ります。また、水質検査体制を強化し、水道管等の計画的

な敷設替えを進め、水質の安全性確保に努めます。

　　　　施設の維持管理については、早急に管理の一元化を図る一方、将来的な民間委託の検討を含

め、効率的な管理運営体制への移行を進めます。

　　　　上水道未普及地域については、飲用水供給施設の整備に努めます。

　　盪　住宅・公園：地域環境にあった多様な居住空間の整備

　　　　住宅・宅地については、民間活力の導入を積極的に進めながら、温泉付き住宅や農園付き住

宅など、各地区の特性にあわせた個性ある住宅・宅地の供給を促進します。公営住宅等につい

ては、需要の多い地域での老朽住宅の年次的更新や、過疎地域を中心に、高齢者用、単身者用

など各地域のニーズにあった多様な公営住宅等の整備を進めるとともに、ＰＦＩ＊方式などの

民間活力を利用して供給力の拡大を図ります。

　　　　公園については、各地域にある公園の有効利用を図りつつ、住民交流の拠点となっている公

園や農業体験等ができる農業公園の整備を進めます。また、子育てや高齢者の交流等に利用で

きる小規模な公園も併せて整備します。

　　　　公園の維持管理については、シルバー人材センター＊の活用を図るとともに、住民参加型の

管理方式を導入し、里親管理制度＊等の効率的な運営を進めます。

 

－１９－

＊PFI→Private Finance Initiative（プライベート　ファイナンス　イニシアチブ）の略。従来公共部門によって進
められてきた社会資本等の整備を、民間事業者の資金やノウハウ等を活用して効率的・効果的に進める手法のこと。

＊シルバー人材センター→高齢者に地域社会の臨時的・短期的な仕事を提供することを目的とする団体のこと。

＊里親管理制度→道路や公園等の公共施設の一部の区域や空間を「養子」とみなして、住民や団体、企業等が「里
親」となり「養子」となった施設の一部（区域等）を責任をもって保守管理をしていく制度のこと。



　　蘯　快適生活環境：資源循環型社会の構築と生活環境の保全

　　　　ごみ処理については、分別回収の徹底によるごみ排出量の削減に努めるとともに、リサイク

ルセンターによる再資源化を推進します。

　　　　生活排水処理については、公共下水道や農業集落排水、浄化槽など、地域の状況に合わせた

施設整備を推進します。また、し尿処理については、串木野・市来・東市来衛生処理組合や薩

南衛生処理組合との協議を行ないながら、両施設の有効活用、新しい処理技術や処理方法の導

入、さらに独自の処理施設の整備も含めて早急に検討します。

　　　　騒音・振動、悪臭などの環境保全対策を強化し、良好な住環境の維持・向上を図るとともに、

快適な住環境維持のため、河川清掃や沿道の美化など、市民と行政が一体となった取り組みを

推進します。

　　盻　自然環境：自然を守り、育むための環境対策の強化

　　　　自然環境については、防砂林の保全や海岸線の美化、ウミガメの保護活動など、吹上浜の環

境対策の充実を図ります。また、河川の親水機能や森林空間への環境学習機能の整備などを行

い、身近に自然にふれられる環境づくりを進め、自然環境の保全に対する市民の意識啓発を図

ります。

　　　　また、環境にやさしい地域づくりとして、公共施設などへの新エネルギーや省エネルギーの

導入を促進するとともに、市民や事業者に対する意識の啓発を推進します。

　　眈　火葬場（斎場）：住民ニーズに対応した火葬場の設置・運営

　　　　火葬場については、一部事務組合との協議を行いながら、西薩火葬場組合で管理する串木野

市の火葬場や、薩南火葬場組合で管理する加世田市の火葬場の有効利用などをはじめ、住民の

ニーズの把握や周辺環境への配慮のもとに新市での火葬場の整備を検討します。

　　眇　消防・防災等：緊急時に対応できる消防・防災体制の確立

　　　　消防については、新市の行政組織の直轄事業として編成することとし、消防と救急の緊急時

に対応した体制を作る一方で、他地域の消防組合等との連携を図ります。また、消防機器の整

備充実と消防団の充実を図ります。

　　　　防災については、治山・治水対策を進めるとともに、防災行政無線の管理運用の統合を図り

ます。また、自主防災組織の育成や情報通信技術を活用した防災体制の整備充実を図ります。

　　眄　交通安全・防犯、消費生活等：子供から高齢者まで安全で安心して暮らせる地域社会の確立

　　　　交通安全については、歩道の整備や危険箇所等への交通安全施設等の整備を進めるとともに、

子供や高齢者を中心に交通安全に対する教育・普及活動を充実します。

　　　　防犯については、防犯灯などの設置や犯罪防止に配慮した環境設計を行うなど、犯罪被害に

遭いにくい街づくりを推進するとともに、関係機関・団体との連携を強化し、各地区での防犯

体制づくりを進める一方、防犯に対する教育・普及活動を推進します。特に、子どもの安全が

脅かされていることから、地域・自治体・学校等が一体となり、子どもの安全を確保する施策

を推進します。

　　　　消費生活については、消費者苦情等に対する相談体制を整備・充実するとともに、消費者情

報の提供などの取組を推進します。
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　３　産業経済（自然風土や産業基盤を生かした活力ある産業群の育成）

　　自然、文化、産業拠点などの地域資源を効果的に活用しながら、産業支援体制の強化や産業間

の連携を進め、農林水産業や地域産業の高度化を図ります。また、鹿児島市に隣接する地理的条

件や発達する交通網を生かした新たな産業の誘致・育成に向けた取り組みを進めます。

　　盧　農林業：支援体制の強化による高付加価値農業の推進

　　　　農業については、都市近郊農業や永吉ダム等を利用した水利用型農業など、地域の条件を生

かした農業を推進するとともに、畜産の環境対策に対する支援や耕種農家との連携を図りなが

ら、環境保全型農業を進めます。

　　　　生産基盤については、広域的な農地の流動化による規模拡大や施設投資の促進を図るととも

に、農道等の基盤整備を進めます。

　　　　農業振興の支援体制については、農業公社を農業・農村活性化支援センター（仮称）へと強

化することで、就農支援や農作業受委託等に加え、人づくり、後継者育成を図り、試験研究、

技術支援等の機能を持つ総合的な営農支援体制を構築し、認定農業者の規模拡大ならびに法人

化を進めます。あわせて、研修圃場等の整備や農業関連の事業所等の誘致を進め、県農業開発

総合センターとの連携を強化します。また、生産部会等の活動の促進により、農林産物のブラ

ンド化を図るとともに、農業経営の効率化・健全化及び担い手農家の育成を推進します。

　　　　流通面では、情報通信技術の活用や流通業者との連携強化による産直体制の拡充など、多様

な流通網の確立に努める一方で、産直施設の充実及びネットワーク化や給食事業との連携など

を進め、地産地消の体制づくりを進めます。

　　　　農村づくりについては、観光農園や貸し農園の整備、グリーン・ツーリズムの受け入れ体制

の確立など、都市に隣接する条件を生かした都市農村交流事業を積極的に推進する他、女性の

農業経営参画や農業関連活動への参画を促進します。

　　　　林業については、森林組合を中心に森林の保全・育成に努めるとともに、林道・作業道等の

整備や高性能林業機械の導入による効率化を図ります。また、木材や竹を利用した加工製品の

商品化や葉物等の新たな特用林産物の導入を進め、生産性の向上を図ります。

　　盪　水産業：水産資源の持つ多様な価値を生かした水産業の振興

　　　　水産業については、種苗放流や魚礁の設置を進めるとともに、海砂採取への対応や生活排水

処理対策の推進など、海岸線及び水質の保全に総合的に取り組み、水産資源の保護・育成に努

めます。また、漁港については、漁港整備をはじめ、水揚げや加工・流通施設を充実し、機能

強化を図ります。

　　　　また、産直施設や観光関連施設との連携により産地直売体制を確立するとともに、体験漁業

やマリンレジャー機能の導入を進めるなど、吹上浜の観光・レジャーと連携した水産観光を振

興します。

 

－２１－



　　蘯　工業：活力に満ちた個性的な地域企業の育成

　　　　地域企業の振興については、農林水産業と一体となった物産展の開催など、販売促進に対す

る支援を行うとともに、情報化投資等の生産性向上に向けた取り組みに対する支援を充実しま

す。また、異業種間での交流を進め特産品開発等を促進するとともに、地域企業の新分野進出

や新製品開発に対する支援を行うなど、活力ある地域企業の育成を図ります。

　　　　薩摩焼、日置瓦、焼酎などの伝統産業については、各生産組合等との連携のもとで、販路開

拓をはじめ、後継者の確保・育成を図ります。

　　　　企業誘致については、情報提供や住宅斡旋など、企業の進出及び定着に向けた協力体制や誘

致体制を強化し、電子部品産業を中心とする産業集積を図ります。また、農業・農村活性化支

援センター（仮称）等との連携を図りながら、農業・食品・バイオテクノロジー＊関連企業の

誘致を進めます。

　　盻　商業・サービス業：都市的な魅力を持つ商業空間の創造

　　　　商業については、中心市街地活性化事業の導入等により、既存の商業地の面的整備を進める

とともに、商業者による一体的なソフト事業の展開や、都市型サービス業の導入、観光交流事

業との連携を進め、集客力の向上を図ります。あわせて、経営基盤の強化や人材育成への支援

を図ります。

　　　　また、道路整備や住宅・宅地開発とあわせて、商工会との連携を図りながら、新たな商業集

積の可能性について研究します。

　　　　サービス業については、創業に対する支援制度の充実や行政改革の推進による需要喚起など

を進め、福祉サービス等の地域に密着したコミュニティビジネス＊に取り組む事業者の育成に

努めます。また、情報・通信ネットワーク等の整備やＳＯＨＯ＊等への支援体制を充実し、ソ

フトウェア関連事業者等の創業や進出を促進します。

 

－２２－

＊バイオテクノロジー→生命工学。遺伝子の組換え、細胞融合等生物体の活動などを化学工業、環境の浄化、食糧
の生産エネルギーの創出などに応用する技術。

＊コミュニティビジネス→地域の資源（労働力、原材料、技術力等）を活用した、地域の需要を満たす小規模なビ
ジネスを指し、利益の追求に加え、地域課題解決を目指すものと定義されている。実施主体として、民間非営利活
動団体（ＮＰＯ、企業組合、農業法人、有限会社、株式会社など）が考えられ、活動分野として、生活密着型ビジ
ネス（介護サービス、家事サービス、子育て支援など）をはじめ、地域振興や資源循環型社会づくりなどがある。

＊SOHO→スモールオフィス・ホームオフィスの略語。小規模な事業者や個人事業者のこと。また、事務所などを
離れネットワークを利用して仕事をする形態もいう。



　　眈　観光：自然・文化・産業を総合的に活用した体験型観光の推進

　　　　観光協会との連携を図りながら、日本三大砂丘［吹上浜］を核に、温泉や文化資源、伝統工

芸、農林水産業等を活用した様々な体験ができる観光・レジャーを推進します。吹上浜につい

ては、海砂採取の適正化や養浜などの保全に努めながら、各種スポーツやマリンレジャー等の

拠点としての機能充実や水産業を活用した観光の振興を図り、鹿児島市等からの日帰りレ

ジャーの拠点として、またスポーツ合宿等を通じた交流拠点としての機能を高めます。

　　　　温泉を活用した観光については、温泉街の整備を進めるとともに、公共温泉施設の内容の充

実を図り、集客力の向上を図ります。

　　　　歴史・文化を活用した観光については、薩摩焼関連施設や各地域の史跡・文化施設等の整備

を図るとともに、ネットワーク化し、市内を回遊できるエコミュージアム＊を推進します。ま

た、流鏑馬、妙音十二楽、せっぺとべ、太鼓踊り等の伝統芸能等の一体的なＰＲなどを行い、

伝統芸能のまちとしての魅力づくりを進めます。

　　　　さらに、観光農園や産直施設などのグリーン・ツーリズム施設の整備等を進めるとともに、

各施設をネットワーク化し、農林水産業と連携した観光を進めます。

　　　　観光・交流の基盤については、国民宿舎等の拠点施設の充実を図るとともに、鹿児島市及び

高規格幹線道路へのアクセス道路等の整備充実を図ります。また、南薩地域との一層の連携を

図りながら、広域的な観光を推進します。

　　眇　雇用・就労：世代に応じた多様な就労の実現

　　　　若年者の雇用・就労については、学校教育において職業体験などによる就労意識の高揚を図

るとともに、県や公共職業安定所（ハローワーク）等関係機関との連携のもとで、派遣労働や

パート労働など多種多様な求職者の価値観に対応した就業機会の創出を図ります。

　　　　中高年を中心とする再就職については、県や職業訓練センター等関係機関との連携のもとで、

職業能力の向上を支援します。

　　　　高齢者の雇用・就労については、シルバー人材センターの機能を強化し、就労機会の創出を

図ります。

　　　　障害者の雇用については、事業所への啓発を強化し、就業機会の創出を図ります。

 

－２３－

＊エコミュージアム→地域社会の人々の生活とその地域の自然を含む環境全体をそのまま保存し、展示することを
通して当該地域社会の発展を目指す、現地保存型の野外博物館のこと。



　４　保健医療福祉（子供から高齢者まで安心して暮らせるまちづくり）

　　　ユニバーサルデザインの概念のもとで、各地域での保健体制を充実するとともに、病気、介護

に対する予防事業を強化し、すべての市民が居住する地区でそれぞれの能力や状況に応じて、生

涯を通じて健康で安心して暮らせるまちづくりを進めます。また、保健・医療・福祉の連携を強

化し、必要な人が必要な時に必要なサービスが受けられるきめ細かい体制づくりを進めます。

　　盧　保健・健康づくり：地域に密着した保健推進体制の構築

　　　　保健については、保健・医療・福祉に関する専門的な人材の拡充や、中核となる保健セン

ターの整備と、既存の地域保健センターの機能充実を進め、地域での保健体制を強化します。

また、各ライフステージに応じた保健事業については、地域保健センターを中心に地域に密着

した形で展開します。さらに、学校保健・産業保健など多様な関係者による連携のとれた取り

組みを進め、情報システムの整備・活用を図り、効果的な保健事業の推進に努めます。

　　　　市民の健康づくりについては、地域の健康づくり推進員活動を中心とした住民自らの健康づ

くりが展開できるよう、地域組織の構築・環境整備などを支援します。また、地域の特徴であ

る温泉施設を利用した健康づくり活動などを通じ、市民が日常的に健康づくりに取り組めるま

ちづくりを進めます。

　　　　なお、これらの事業の基盤となる健康増進計画を策定し、計画的な推進を図ります。

　　盪　医療：病気や介護に対する予防の充実

　　　　医療については、増大する医療費の適正化を図るため、医療機関や保健センター等と連携し

ながら健康の保持増進から病気の予防、診断、治療、リハビリテーションまでの包括的、総合

的な保健・医療体制の充実に努めます。また、公立病院については、関係機関等との十分な協

議を行い、経営形態を含めて検討するとともに、医師等の確保や診療科目の拡充等による機能

強化を図り、地域医療ならびに介護予防の拠点として、その充実を図ります。

　　　　救急医療については、医師会や消防署など関係機関等との連携により、休日・夜間の初期救

急医療体制、第二次救急医療体制の充実を図ります。

　　蘯　社会福祉：市民が相互に支え合う福祉のまちづくり

　　　　児童福祉については、延長保育や一時保育、障害児保育等の特別保育や療育の充実を図りま

す。また、日常的に利用できる公園の整備や、子育て支援センターを中心とした子育てグルー

プの育成や相談体制の充実など、子育て支援の体制を強化します。

　　　　難病や障害者（身体・知的・精神）福祉については、福祉施設の拡充や障害者の社会参加に

向けた取り組みを強化します。また、公共施設をはじめ公共性の高い施設等のバリアフリー化

を促進します。

　　　　福祉の推進体制については、市への移行に伴い福祉事務所を設置するとともに、生活保護等

の新たな業務への対応を図り、住民等の意見を反映しながら地域福祉計画を策定します。また、

社会福祉協議会を統一し、体制を強化するとともに、新たな事業の導入による機能強化を図り

ます。さらに、ボランティア・ＮＰＯの積極的な育成を図り、民生委員を中心とした市民が相

互に支え合う福祉のまちづくりを進めます。

 

－２４－



　　盻　高齢者福祉：きめ細かく質の高い高齢者福祉サービスの提供

　　　　将来の一層の高齢化に対応するため、各種施設の整備充実を図ることはもちろん、誰もが住

み慣れた我が家で家族に見守られながらサービスを受けられるよう、在宅福祉にも特に力を入

れて取り組みを進めます。

　　　　このうち、介護保険については、必要な高齢者が必要なサービスを確実に受けられるように、

情報提供や相談体制の充実を図るとともに、介護施設の整備促進ならびに多様な介護サービス

事業者の育成に努めます。また、質の高いサービスが提供でき、適正な給付が実施されるよう

に、基幹型在宅介護支援センターを設置し、介護認定の更なる適正化、介護サービスの評価体

制の確立や事業のチェック機能の充実を図ります。

　　　　介護保険以外の高齢者福祉については、介護予防・生活支援や社会参加の機会の拡充に努め

ます。介護予防・生活支援については、高齢者ニーズの把握に努めながら新たなサービスを導

入するなど、公的な在宅サービスの充実を図るとともに、介護予防拠点施設等の整備を進め、

介護保険サービスの隙間を埋めるボランティア・ＮＰＯの育成や、地域における保健福祉シス

テムの充実を図ります。また、産直施設等の充実やシルバー人材センターの体制強化による就

労機会の拡充、小規模多機能施設（宅老所）の設置やイベントの開催等による交流の場の拡充、

学校教育や生涯学習等との連携による高齢者の活躍する場づくりなどに努めます。

　　　　さらに、社会参加を促進するために、広域公共交通サービスの充実や市内循環バス等による

利便性の向上を図ります。

　　眈　子育て支援（児童福祉）：安心して子どもを生み、育てることができ、子どもが健やかに成

長できる環境づくり

　　　　男女共同参画社会の構築に対する市民や事業所等の理解を深め、性別にかかわらず、男女が

協力して仕事と子育てを両立できる環境づくりを進めます。

　　　　あわせて、出産や子育てに係る相談窓口の充実をはじめ、住民ニーズに応じた地域全体での

子育て支援体制の強化や、母子保健や乳幼児医療等の充実を図ります。

　　　　なお、次世代育成支援対策推進法に基づき、これらの施策を含め、子どもが健やかに成長で

きる環境づくりを一層推進することにより、少子化対策に取り組みます。

 

－２５－



　５　教育文化（特色ある地域文化を継承する風土づくり）

　　　家庭や地域と十分連携した幼児教育や学校教育に努めるとともに、様々な体験活動や地域活動

への参加等を通じて青少年の健全育成を図ります。

　　また、伝統芸能等を保存・継承・活用する体制づくりを強化するとともに、地域の自然や文化、

産業等を活用した学習活動を充実し、多くの人々が地域文化に親しみ、地域文化を大切にするま

ちづくりを進めます。

　　盧　幼児教育：人間形成の基礎となる幼児教育の充実

　　　　幼児教育については、教職員研修の充実や幼稚園・小学校の連携により、教育内容の充実を

図ります。また、家庭や地域との連携による子育て支援における教育機能の充実を図ります。

　　盪　学校教育：個性を育む教育環境の整備充実

　　　　小中学校については、校舎や体育館等の教育施設の整備を進めるとともに、パソコン機器等

の設備の充実を図ります。

　　　　また、地域の人材活用や各種団体等との連携を進めながら、豊かな自然・文化・産業を生か

した特色ある学校教育を進めます。特に、小規模校については、相互交流を推進するとともに、

山村留学や特認校制度の充実を図ります。

　　　　高校については、県と連携しながら総合学科の導入・学科の再編成・学区のあり方等につい

ての検討を行います。また、多様な学習機会を確保するために、高等教育機関の立地に向けた

取り組みを推進します。

　　蘯　生涯学習：身近に学べる学習・スポーツ・レクリエーション体制の確立

　　　　生涯学習については、条例公民館の施設充実を図り、身近に利用できる学習施設の整備を進

めるとともに、各地域の図書館等の情報ネットワーク化や設備・備品の共同利用を進めること

により、提供するサービス内容の充実に努めます。また、効率的な人材活用を図るとともに、

高等教育機関等と連携し、多様な学習機会の提供に努めます。

　　　　スポーツ・レクリエーションについては、各地域の拠点施設の整備充実を図るとともに、総

合型地域スポーツクラブの設立を進めるなど、子供から高齢者まで幅広く参加できる体制づく

りを進めます。また、拠点施設やサイクリングロード等を利用し、スポーツ合宿の拠点として

のまちづくりを進め、スポーツを通じた交流を推進します。

　　盻　青少年の健全育成：心身共に健やかな次代を担う人材づくり

　　　　各種派遣研修事業や交流事業を強化するなど青少年の自主的な学習活動に対する支援を充実

するとともに、社会奉仕体験活動や自然体験活動の場の創出を図ります。

　　　　また、学校週５日制の実施に伴い、休日の青少年の地域活動への参加や青少年団体の組織化

を促進します。

　　　　さらに、関係機関との連携の下、青少年の規範意識の向上や立直り支援のための居場所づく

り、青少年を取り巻く環境の浄化や非行の早期発見・早期防止のための相談体制や指導体制の

充実を図ります。

 

－２６－



　　眈　文化：伝統を継承し、活用する仕組みの構築

　　　　豊富な伝統芸能等については、基金造成等により自治会等での継承活動に対する物心両面か

らの支援を強化するとともに、映像化等による記録・保存活動を進め、教育活動や観光等への

効果的な活用を図ります。

　　　　また、各地域における文化活動の拠点となる施設を整備するとともに、これらの施設の総合

的なネットワーク化を図ります。

　　眇　国際交流・地域間交流：地域内外で活躍する人づくり

　　　　旧町での姉妹都市・友好都市などについては、新市において継承するとともに、新市の理念

や資源をテーマとした新たな交流先の拡大を図ります。

　　　　また、姉妹都市・友好都市との交流イベントの開催や、小中高校生を対象にしたホームステ

イや交換留学、民間団体による各種交流など多様な交流活動を推進します。

　　眄　人権教育の推進：人権を守り心の通うまちづくり

　　　　人権に関する正しい認識を深めるため、地域・学校・行政などあらゆる場において人権教育

活動を展開するとともに、積極的な人権問題の啓発や広報活動を行い、人権に対する市民の意

識の高揚を図ります。

－２７－



　６　住民自治（地域の活性化を支える組織活動の充実）

　　住民自治組織については、青年、女性、高齢者等の各種組織の新市での統合を進めるとともに、

各地域における組織の充実を図り、自主的な住民自治活動を支援します。

　　あわせて、住民自治活動の核となる人材の育成やボランティア・ＮＰＯなどの活動を促進しま

す。

　　また、住民自治活動の拠点施設としての各地域・地区の集会施設の整備や学校施設の開放など

既存施設の有効活用に努めます。

　　行政においては、新たに地域振興部門を設置するとともに、各種支援制度を創設し、住民によ

る主体的な地域活動への支援体制を強化します。

　　自治会については、過疎・高齢化の進展により地域活動が困難になってきている自治会もある

ことから、地域の実情を踏まえながら、住民の主体的な取り組みを基に、小規模自治会等の再編

を促進します。 

－２８－

地域中央公民館 

地 区 公 民 館  

地区公民館連絡協議会 

自　　治　　会 

自治会連絡協議会 

【第１層】 
・旧町の区域を対象とする。 
・４つの地域中央公民館は並列に位置する。 
・地区公民館に対し、必要な指導と援助を行う。 

【第２層】 
・地域中央公民館と連携し、生涯学習の推進 
　並びに自治会への指導と援助を行う。 

【第３層】 
・住民の創意により民主的に運営され、 
　各種事業や活動を行う。 
　（自治活動の基礎的単位） 
 

図表４－２　新たな自治組織の構造イメージ



　７　行財政（市民の満足度と効率化を両立できる体制づくり）

　　　行政運営に市民が主体的に参画する仕組みづくりや市民が主役となるまちづくりを進めます。

また、合併に対する支援措置を効果的に活用しながら、市民の満足度と効率的な行財政運営を両

立できる体制づくりを進めます。

　　盧　市民参画：市民が主役となるまちづくりの推進

　　　　行政情報については、情報公開条例に基づく情報公開制度の円滑な運用により、市民と行政

の情報の共有化を図ります。

　　　　また、広報紙の充実のほか、地域説明会やインターネット等多様な手段による広報活動を推

進するとともに、地域審議会の設置、アンケートの実施、インターネット上の電子会議室の設

置等による多様な広聴手段を確立します。

　　　　また、男女共同参画社会の実現に努め、まちづくりにも男女が共に積極的に参画することを

推進するとともに、市民参画の指針を定め、それに基づき、市民と行政との協働による地域振

興計画の策定等を通して、市民の声を施策に反映させることに努めます。

　　　　さらに、公設民営による施設整備など、住民参加型の事業方式を積極的に導入し、市民が主

体的に地域づくりに参画する仕組みづくりを進めます。

　　盪　行政：質が高い行政サービスの効率的な運営

　　　　自治体運営の基本原則、理念、行政の基本ルールを明確化、具体化する自治基本条例を制定

し、円滑な行政運営に努めます。

　　　　市民サービスについては、保健福祉や農業振興、都市計画等の専門的な職員の確保・育成に

努めサービスの質の向上を図ります。また、電子自治体の構築を進め、在宅で各種申請や施設

予約等ができるようにするとともに、郵便局等の公共性が高い機関との情報ネットワーク化に

より行政サービスを提供できる拠点を拡充し、市民の利便性向上を図ります。

　　　　行政組織については、管理部門を中心に合理化を図りながら、専門的な事業体制を確立する

とともに、支所は保健福祉等の市民サービス部門を中心に体制の充実を図ります。なお、本

所・支所ともに市民と直接接する各種の窓口業務については、取扱時間の延長等やすべての市

民が気軽に利用できるような環境づくりを進めます。

　　　　また、職員体制については、新市の規模にふさわしい適正人員への円滑な移行とあわせて事

務改善も進めながら効率的な整備を進めます。外郭団体等については、統廃合を進める一方で、

施設等の維持管理のための公社等の充実を図ります。

　　　　さらに、事業の推進にあたっては、行政評価システムを導入し、施策の効果や市民の満足度

等を十分に反映した行政運営を目指します。

　　蘯　財政：健全な財政運営に向けた取り組みの強化

　　　　歳入面については、合併に伴う各種財政支援措置を効果的に活用するとともに、使用料、手

数料の見直しならびに統一を進め、歳入の安定確保を図ります。また、歳出面については、費

用対効果に基づく重点的な投資を進めるとともに、各種サービスの外部委託や民間活力を活用

した施設整備の推進などにより、行政改革も進めながら効率的な財政運営に努めます。

　　　　さらに、外部団体等を含めた総合的な財政指標の作成及び評価を実施しながら、財政の安定

運営を図ります。 

－２９－



　第５節　地域別の振興方向

　１　東市来地域

　【現状】

　　　本地域は、鹿児島県を代表する伝統工芸である薩摩焼の産地・美山地区や優れた泉質を誇る湯

之元温泉を有しており、観光交流の拠点となっています。また、近年は江口浜を中心にマリンレ

ジャー愛好者が増えており、水産業の振興を図るための物産施設とあわせ、海浜を生かしたまち

づくりを進めています。

　　一方で、湯之元温泉は施設整備や街並み整備の遅れから集客力が低下しており、その再生が課

題となっています。また、観光交流施設が分散しており、周遊性をもたせるなどこれらの有機的

連携が必要となっています。

　　こうした中、新市において、本地域は次のような方向で地域振興を進めます。

 

－３０－

　＊新市創生プロジェクトについては、Ｐ３６以降に記載してあります。

　●美山地区の薩摩焼の里づくりを推進するとともに、生涯学習センター等との連携を図り、歴

史・文化を生かしたまちづくりを進めます。

　●江口浜海浜公園及び国民保養センター「江口浜荘」の整備を推進するとともに、漁業関係者

等との連携を図り、水産と観光が一体となった海洋レジャーの拠点づくりを進めます。

　●湯之元地区は、温泉街の風情を持つ温泉地としての再整備を推進するとともに、美山地区や

江口浜、観光農園等との連携を図りながら観光交流滞在拠点としての機能強化を進めます。

　●地域農業の振興を促進するため、農業生産基盤の強化、地域資源循環型農業の推進、豊かな

資源を生かしたグリーン・ツーリズム、農産物をはじめとする地産地消の推進を図り活力あ

る地域づくりを進めます。

【振興方向】

関連する新市創生プロジェクト重 点 事 業

史と景と文化のまちづくりプロジェクト●薩摩焼の里づくりの推進及び美山パーキン
グ・エリアの整備

●湯之元地区の再開発整備

吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト●総合運動公園及び湯之元球場の整備並びに
活用の促進

吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト●江口浜海浜公園の整備

吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト●国民保養センター「江口浜荘」及び周辺施
設の整備

●地域資源循環型農業の推進

●江口漁港を拠点とする水産業の振興

史と景と文化のまちづくりプロジェクト●生涯学習センターの有効活用及び市来鶴丸
城跡地の活用

【重点事業】



　２　伊集院地域

　【現状】

　　　本地域は、新市の区域において人口が最も多く、行政機関が集中しているほか、企業立地や商

業集積も進んでおり、行政・経済活動の中心として、これまで自然と歴史を活かした「風格ある

教育のまち」を基本理念にまちづくりが進められています。また、道路・交通網が発達し、交通

の結節点となっているほか、鹿児島市と隣接するベッドタウンとしての機能も有しています。

　　一方で、鹿児島市への通過点にあることから慢性的な交通渋滞問題等を抱えています。また、

商業や文化・レジャー、教育機関等の高度な都市機能は十分であるとは言えず、新市の市街地と

しての都市機能を高めることが求められます。

　　こうした中、新市において、本地域は次のような方向で地域振興を進めます。

 

－３１－

【振興方向】

　●市街地整備にあわせた魅力ある商業空間の整備や、都市型サービスの導入や教育機関の誘致

など、多くの市民が集まる市街地としての魅力づくりを進めます。

　●駅周辺の整備や渋滞緩和に向けた道路整備など、新市内の移動を円滑に進めるための交通拠

点としての機能強化を図ります。

　●県都鹿児島市の近郊都市としての優位性を活かした、都市近郊農業の生産・流通整備を図り

ます。

　●住民の健康増進と自由時間の確保に努め、老若男女を問わず、健全に楽しめる、心と体をリ

フレッシュする場として、伊集院総合運動公園及び健康づくり複合施設ゆすいんの活用促進

を図ります。

関連する新市創生プロジェクト重 点 事 業

●中心市街地活性化事業等の導入による市街
地の再整備

●伊集院ＩＣ周辺の開発

●渋滞緩和に向けた循環道路の整備

●伊集院駅周辺の整備

環境にやさしいまち推進プロジェクト●下水道処理施設の整備促進

史と景と文化のまちづくりプロジェクト●妙円寺詣りの街路整備

食と農の創造拠点整備プロジェクト
●お茶・いちご・畜産を中心とする都市近郊
農業の振興と基盤整備

吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト
いきいきすこやか拠点整備プロジェクト

●伊集院総合運動公園の整備及び健康づくり
複合施設ゆすいんの活用促進

【重点事業】



　３　日吉地域

　【現状】

　　本地域は、肉用牛・酪農などの畜産業が盛んです。地場産業としての日置瓦の生産や電子部品

産業も立地しています。また「せっぺとべ」に代表される伝統行事や史跡も豊富に存在していま

す。

　　一方で、過疎・高齢化は進行しており、その対応が求められています。また、新市の中央に位

置する地理的条件の活用や、新市で唯一の公立病院を新市の貴重な地域資源として活用していく

ことも課題となっています。

　　こうした中、新市において、本地域は次のような方向で地域振興を進めます。

 

－３２－

【振興方向】

　●新市の地理的な中央にある立地条件を生かし、公立病院を中心に、市全体の保健・医療・福

祉・介護予防の拠点としての地域づくりを進めます。

　●高速交通体系やＪＲ、空港等と結ぶ道路・交通網の整備充実を図り、住民生活の利便性向上

を図るとともに、企業等の立地促進に努めます。

　●サイクリングロードの整備や景観を生かした公園整備等を進め、交流による地域活力の向上

を図ります。

　●肉用牛、酪農等畜産業の振興を図ります。

　●特産品の開発を積極的に進めます。

関連する新市創生プロジェクト重 点 事 業

●南九州西回り自動車道等へのアクセス道路
の整備

いきいきすこやか拠点整備プロジェクト●いきいきすこやかセンター（仮称）の整備

吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト●夕日が丘公園（仮称）の整備

吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト●サイクリングロードの活用及び拠点整備

史と景と文化のまちづくりプロジェクト●学習情報センター（情報学習館、図書館、
歴史資料館の複合施設）の整備

●畜産農家の後継者対策の推進

●特産品の販売施設等の整備

いきいきすこやか拠点整備プロジェクト●指定介護老人福祉施設の充実

【重点事業】



　４　吹上地域

　【現状】

　　　本地域は、吹上浜や吹上温泉、森林空間等豊富な自然環境に恵まれると同時に、鹿児島市南部

と隣接する恵まれた立地環境にあります。黒川土器で有名な黒川洞穴をはじめ縄文以来の史跡が

豊富で、戦国時代薩摩・大隅・日向の三州を統一した島津氏中興の地であるとともに、薩摩琵琶

発祥の地でもあることから、歴史と文化を生かすまちづくりが進められています。また、県農業

開発総合センターが立地しており、基幹産業である農業の発展が期待されています。さらに、ス

ポーツによるまち興しにも取り組んでおり、県内でも有数のスポーツ合宿等の拠点となっています。

　　一方で、本地域は、吹上浜や吹上温泉等の観光資源はあるものの、その活用がまだ十分に図れ

ていない状況です。

　　こうした中、新市において、本地域は次のような方向で地域振興を進めます。

 

－３３－

【振興方向】

　●中心市街地の活性化と農村の持つゆとりの共生空間を生かした住環境の整備を進めるととも

に、鹿児島市南部との道路・交通網を一層充実させ、本地域の特性を生かした定住促進を図

ります。

　●県農業開発総合センターを核に、農業振興や農村交流のための拠点づくりを進め、農業・農

村の活性化を図るとともに、関連産業の育成・誘致に努めます。

　●自然・歴史・文化・生活など他に誇れる豊かな資源を生かし、スポーツ施設や環境学習施設

等の交流拠点の整備を進めるとともに、吹上温泉街の再整備を進め、都市住民等との交流を

促進します。

関連する新市創生プロジェクト重 点 事 業

吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト●吹上温泉街の再開発整備

環境にやさしいまち推進プロジェクト●森林空間を生かした林業体験・環境学習拠
点の整備

吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト●吹上浜公園及びスポーツ交流拠点施設の整
備と活用促進

●吹上漁港並びに特産品施設などの整備によ
る水産業の振興

●さつま湖・正円池周辺や永吉ダム湖畔など
水辺空間の整備

史と景と文化のまちづくりプロジェクト●伊作亀丸城、中島常楽院などの周辺整備に
よる歴史を生かした地域づくり

史と景と文化のまちづくりプロジェクト
●図書館施設を拠点に文化あふれ、ゆとりあ
る空間を創出する市街地活性化及び環境整
備

食と農の創造拠点整備プロジェクト●農業・農村活性化支援センター（仮称）の
設立と食と農の総合交流拠点の整備

【重点事業】



　第６節　新市の整備拠点

　　新市の主な整備拠点としては、次頁の箇所を予定しています。 

－３４－

東 市 来 地 域  

伊 集 院 地 域  

日 吉 地 域  

吹 上 地 域  

漓 

澆 

滷 
潺 

濳 

潯 潛 

澂 

潭 

澎 

潼 潘 

澀 

澁 

潸 
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●湯之元地区の再開発整備

●総合運動公園及び湯之元球場の整備並びに活用の促進
漓

●江口浜海浜公園の整備

●国民保養センター「江口浜荘」及び周辺施設の整備

●江口漁港を拠点とする水産業の振興

滷

●生涯学習センターの有効活用及び市来鶴丸城跡地の活用澆

●薩摩焼の里づくりの推進及び美山パーキング・エリアの整備潺

●伊集院総合運動公園の整備及び健康づくり複合施設ゆすいんの活用促進潸

●中心市街地活性化事業等の導入による市街地の再整備

●渋滞緩和に向けた循環道路の整備

●伊集院駅周辺の整備

●下水道処理施設の整備促進

●妙円寺詣りの街道整備

澁

●伊集院ＩＣ周辺の開発澀

●サイクリングロードの整備及び拠点整備潯

●いきいきすこやかセンター（仮称）の整備

●学習情報センターの整備

●特産品販売施設等の整備

潛

●夕日が丘公園（仮称）の整備濳

●吹上漁港並びに特産品施設などの整備による水産業の振興潭

●吹上浜公園及びスポーツ交流拠点施設の整備と活用促進

●さつま湖・正円池周辺や永吉ダム湖畔など水辺空間の整備

●伊作亀丸城、中島常楽院などの周辺整備による歴史を生かした地域づくり

●図書館建設を拠点に文化あふれ、ゆとりある空間を創出する市街地活性化及び環境整備

澂

●吹上温泉街の再開発整備潼

●森林空間を生かした林業体験・環境学習拠点の整備潘

●農業・農村活性化支援センター（仮称）の設立と食と農の総合交流拠点の整備澎



第５章　新市建設の根幹となる事業

　第１節　新市創生プロジェクト

　　新市の発展につながる中核的な事業として、次の６つの新市創生プロジェクトを掲げ
ます。
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Project１ 

吹上浜 
アスリートの森づくり 

プロジェクト 

Project２ 

食と農の創造拠点整備 
プロジェクト 

Project５ 
 

情報化タウン 
推進プロジェクト 

Project６ 

環境にやさしいまち 
推進プロジェクト 

Project３ 

史と景と文化の 
まちづくり 
プロジェクト 

Project４ 

いきいきすこやか 
拠点整備 

プロジェクト 

図　新市創生プロジェクト
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　吹上浜の雄大な自然を生かしたスポーツ交流の中核組織や拠点整備を進めるとともに、周辺

環境や宿泊施設等の関連するサービス体制の充実を図り、吹上浜一帯が市民やスポーツ競技者

等であふれるスポーツの森づくりを進めます。

Project１：吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト

　農業・農村活性化支援センター（仮称）を設立し、農業振興や農村づくりを総合的に支援する

体制づくりを進めるとともに、食と農を通じた総合的な交流拠点づくりを進め、都市農村交流

の推進や食と農の情報発信、地域雇用の創出を図ります。

Project２：食と農の創造拠点整備プロジェクト

　各地域に伝わる伝統芸能や伝統工芸など、豊富で多種多彩な歴史・文化資源を未来へ伝承す

る仕組みを確立するとともに、市民や観光客等が「歴史文化のまち」を体験でき、実感できる

史と景と文化のまちづくりを進めます。

Project３：史と景と文化のまちづくりプロジェクト

　市民の保健・医療・福祉の総合拠点として、いきいきすこやかセンター（仮称）を整備する

ことにより、日吉町立病院の機能強化に努めるとともに、各地域保健センターとのネットワー

クの形成を図ります。

Project４：いきいきすこやか拠点整備プロジェクト

　ＩＴ時代に対応できる情報通信基盤を整備するとともに、電子自治体の構築をはじめ、情報

教育や企業の情報化支援などを進め、市民生活の利便性の向上や産業振興を図ります。

Project５：情報化タウン推進プロジェクト

　吹上浜の環境保全に一体的に取り組むとともに、ごみの減量化・リサイクル、新エネルギー

設備等の導入、環境学習拠点施設づくりを推進し、環境にやさしいまちづくりを進めます。

Project６：環境にやさしいまち推進プロジェクト



　　Project１：吹上浜アスリート＊の森づくりプロジェクト

　　　吹上浜の雄大な自然を生かしたスポーツ交流の中核組織や拠点整備を進めるとと
もに、周辺環境や宿泊施設等の関連するサービス体制の充実を図り、吹上浜一帯が市
民やスポーツ競技者等であふれるスポーツの森づくりを進めます。

　　●吹上浜スポーツ振興公社（仮称）の設立

　　　　吹上浜スポーツ振興公社（仮称）を設立し、スポーツ施設をはじめ、公園等の運営管理を行

います。あわせて、スポーツイベントの開催や大規模スポーツ大会の誘致など、スポーツ振興

に係る各種事業を展開します。

　　●総合的なスポーツ交流拠点の整備

　　　　既存の施設を活用するとともに、サッカー、野球等の球技や陸上、クロスカントリーなどの

多様なスポーツができる総合的なスポーツ交流拠点を整備します。

　　●関連施設の整備充実

　　　　総合的なスポーツ交流拠点施設の整備とあわせ、クアハウス＊的な温泉保養施設やスポーツ

リハビリテーション施設等、競技者ニーズに専門的に対応できる環境づくりを進めます。

　　　　また、宿泊機能については、吹上温泉街・湯之元温泉街の整備や国民保養センターの整備等

や国民宿舎の改築等を進め、宿泊施設の充実を図るとともに、事業者と一体となって長期滞在

のできるシステムを創設します。

　　●サイクリングステーションの整備

　　　　吹上浜サイクリングロードの整備をするとともに、沿線に休憩機能や案内機能等を備えたサ

イクリングステーションを整備します。また、サイクリングロードと国道２７０号、各スポーツ

施設を結ぶアクセス道路を整備します。

　　●マリンレジャー関連施設の充実

　　　　マリンレジャー関連施設などの整備を進めるとともに、海水浴場など、海に親しめる環境づ

くりを進めます。
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＊アスリート→競技者、運動選手、スポーツマンの意。

＊クアハウス→保養と健康づくりのための科学的な温泉利用施設。入浴施設とスポーツ施設を備え、医学や生理学
の専門家の指導により、個々の利用者に適したトレーニングを行う。
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イベント開催・大会誘致 

東市来ＣＳ 

推進 

運　　　　営 

吹上浜スポーツ振興公社（仮称） 

【総合的なスポーツ交流拠点】 
 
 
 
 

一体化 拠点施設の整備 既存スポーツ施設 日吉ＣＳ 

吹上ＣＳ 

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド 

連
　
携 

連
　
携 

南薩地域 

マリンレジャー関連施設の充実 
マリンレジャー施設／親水機能／海水浴場 

　　スポーツ関連施設 
●スポーツリハビリ施設 
●クアハウス的な温泉保養施設 

宿泊機能の強化 
吹上温泉街・湯之元温泉街の再整備／国民宿舎等の改築／ 

長期滞在のできる宿泊システムの構築 

図表５－１　吹上浜アスリートの森づくりの展開イメージ



　　Project２：食と農の創造拠点整備プロジェクト

　　　農業・農村活性化支援センター（仮称）を設立し、農業振興や農村づくりを総合的
に支援する体制づくりを進めるとともに、食と農を通じた総合的な交流拠点づくりを
進め、都市農村交流の推進や食と農の情報発信、地域雇用の創出を図ります。

　　●農業・農村活性化支援センター（仮称）の設立

　　　　既存の農業公社の組織の充実を図るとともに、従来の就農支援や農作業受委託等に加え、法

人化支援や作業請負、試験研究等についても、県農業開発総合センターや大学等の研究機関と

の連携を図りながら取り組み、農業振興を総合的に支援する機関へと機能を高めます。

　　　　また、都市農村交流事業や加工・流通事業についての取り組みも進め、農村の活性化や農村

づくり活動を支援する中核的な役割を担います。

　　●食と農の総合交流拠点の整備

　　　　県農業開発総合センターに隣接する地域をはじめ、市民や市外住民が農業にふれ、また生産

者等と交流できる、食と農をテーマとする交流拠点づくりを進めます。

　　　　あわせて、食品関連産業の立地を促進するなどして、雇用の場づくりに努めるとともに、大

学等が立地するエリアを確保し、農業に関する研究開発の場とすることで、生産者の技術向上

を図ります。
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参画 

農業・農村活性化支援センター 

農村振興機能 農業振興機能 

県農業開発総合センター 

新
　
　
市 

参画 

Ｊ
Ａ
等
関
係
団
体 

●都市農村交流推 
　進事業 
●加工・流通事業 

●法人化支援 
●作業請負 
●試験研究 

●就農支援 
●農地流動化支援 
●農作業受委託 

＋ ＋ 

従来の公社機能 
 

連
　
携 

大学等研究機関 

連
　
携 

新たな機能 

図表５－２　農業・農村活性化支援センター（仮称）の事業展開



　　●多様な生産主体の育成・誘致

　　　　農業構造改革特区の活用等により、株式会社等の参入を含めた多様な生産主体の育成・誘致

を図ります。
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＊クラインガルテン～ドイツ語で小さな庭の意味。簡易宿泊施設のある滞在型市民農園。１区画ごとに休憩や簡易
宿泊が可能な小屋（ラウベ）が設けられる。ドイツで１９世紀前半に実施された失業救済事業の貸し農園が原型とさ
れ、以後、都市住民の健康維持やレクリエーション、都市の緑化などを目的に普及・発展した。日本では１９９０年代
初めから全国各地に誕生している。

　地元の高齢者等が運営する「手作りふるさと

工房」を整備するとともに、食品関連企業の誘

致を進め、地元雇用の場を創設します。

「職」のゾーン

　「花と緑のやすらぎ遊園」を整備するとともに、

観光農園・観光花園や国道２７０号等に農産物直売

所を充実させ、ベジタブル（野菜）街道としてＰ

Ｒするなど都市住民等との交流を促進します。

「遊」のゾーン

　市民農園・貸し農園とあわせ、クラインガルテ

ン＊を整備し、都市住民等の長期滞在や半定住の

拠点づくりを進め、将来の定住促進を図ります。

「住」のゾーン

　大学等の研究機関を誘致し、実証研究施設や

実証ほ等を設置するとともに、これらの機関と

の産学官連携を進め、農業に関する研究開発の

拠点づくりを進めます。

「学」のゾーン

参加 
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市
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農
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・
農
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性
化
支
援
セ
ン
タ
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●花と緑のやすらぎ遊園 
●観光農園・観光花園 
●ベジタブル街道 
 

「遊」のゾーン 
 

●市民農園・貸し農園 
●クラインガルテン 

「住」のゾーン 

●手作りふるさと工房 
●食品関連企業の見る工場 

「職」のゾーン 

●大学等の実証研究施設や 
　実証ほ等 

「学」のゾーン 

食と農の総合交流拠点 
 

図表５－３　食と農の総合交流拠点の整備イメージ



　　Project３：史と景と文化のまちづくりプロジェクト

　　　各地域に伝わる伝統芸能や伝統工芸など、豊富で多種多彩な歴史・文化資源を未来
へ伝承する仕組みを確立するとともに、市民や観光客等が「歴史文化のまち」を体験
でき、実感できる史と景と文化のまちづくりを進めます。

　　●歴史と文化の香り漂う街並みづくり

　　　　美山地区においては、伝統文化の趣が感じられる街並みづくりを進めるとともに、窯元等と

一体となって作れる・見られる・味わえるなど、楽しく散策し、気軽に立ち寄れる「薩摩焼の

里」づくりを進めます。あわせて、主要観光地と美山地区を結ぶ循環バスの運行等による回遊

性の向上を図ります。

　　　　また、妙円寺詣りの経路については、灯籠等を用いた街路整備を進め、歴史の風情が感じら

れ、歩いて楽しい道づくりを進めます。

　　　　さらに、温泉街を風情のある街並みとして整備を進めるとともに、伊作亀丸城周辺について

は、「日新公を顕彰する中世島津氏の歴史散策地」として整備を進めます。

　　●伝統文化の伝承拠点の整備及び関連施設等との連携強化（エコミュージアム構想）

　　　　地域の代表的な伝統文化を常設で展示する伝承拠点施設を、学習施設等と一体的に整備し、

伝統文化の継承の拠点として活用するとともに、観光や学習への活用を図ります。

　　　　また、展示品の相互利用や史跡等の案内板や解説などを充実させ、伝統文化の継承拠点と既

存の学習施設や文化施設のほか史跡等の連携を強化し、地域全体を博物館と見立てる「エコ

ミュージアム」構想として推進します。

　　●歴史と伝統芸能等伝承活動支援の推進

　　　　歴史文化の保全に係る基金造成等により、伝統芸能の保存・継承活動への支援を充実します。

　　　　また、流鏑馬、妙音十二楽、太鼓踊り、火振り、棒踊り、妙円寺詣り、せっぺとべ等の特色

ある伝統芸能・伝統行事については、映像化による保存・継承を支援するとともに、各地域の

文化施設・学習施設で紹介できる仕組みをつくり、新市が継承すべき伝統文化に対する市民意

識の向上を図ります。

　　　　さらに、伝統芸能・伝統行事と一体となったイベント等を開催するとともに、歴史・文化・

祭りを前面に打ち出した観光業者等との連携によるキャンペーンを展開することで、歴史と文

化を生かした観光・交流を推進します。
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図表５－４　歴史文化資源の伝承と活用に向けた取り組み
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伝統文化伝承拠点施設 
●継承活動の拠点 
●文化財の展示 

■伝統芸能等の映像化 
■展示品の相互利用 
■史跡等の案内板・解説 

エコミュージアム構想 街並み等整備 

学習施設 文化施設 

文化施設 学習施設 

学習施設 文化施設 

●垣根を利用した自然の 
　街並み整備 
●石畳等の街並み整備 
●作陶体験等の充実 
●薩摩焼の展示・販売拠点 

美山薩摩焼の里 

歩いて楽しい道づくり 

妙円寺詣り経路 

温泉街の街並み整備 

伊作亀丸城周辺の整備 

ソフト事業の展開 

基金造成等による 
活動支援 

伝統芸能・行事と連動したイベント開催 歴史文化観光地のＰＲ活動強化 



　　Project４：いきいきすこやか拠点整備プロジェクト

　　市民の保健・医療・福祉の総合拠点として、いきいきすこやかセンター（仮称）を
整備することにより、日吉町立病院の機能強化に努めるとともに、各地域保健セン
ターとのネットワークの形成を図ります。

　　●いきいきすこやかセンター（仮称）の整備

　　　　健康づくりや、介護予防・リハビリテーションの拠点機能を整備し、市民の保健・医療・福

祉の総合拠点づくりを進めます。また、各地域保健センター、温泉施設等との連携を図りなが

ら、現在の日吉町立病院の機能を強化するなど、市民が様々な目的で利用できる環境づくりを

進めます。

　　●地域保健センターとのネットワーク形成

　　　　いきいきすこやかセンター（仮称）と地域保健センターを情報通信ネットワークで結び、各

種情報の共有を図るとともに、いきいきすこやかセンター（仮称）において実施する介護・リ

ハビリテーション・健康づくりの技術の普及を推進します。
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　健康づくり拠点機能　

　地域保健センターとしての中核的な機能を
整備し、市民とともに積極的な健康づくりを進
めます。

　地域医療機能　

　現在の町立病院については、整形外科等の診
療科目を拡充するとともに、在宅医療を強化す
るなどして、地域医療の拠点としての整備を進
めます。

　介護予防拠点機能　

　地域リハビリテーション機能を持ち、各関係
機関等との連携をとりながら介護予防の拠点
づくりを進めます。

　クアハウス的な温泉休養施設の整備　

　クアハウス的温泉休養施設を整備し、高齢者だけ
でなく、幅広い市民の健康づくりの拠点として活用
します。
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図－５　いきいきすこやかセンター（仮称）の機能
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　　Project５：情報化タウン推進プロジェクト

　　　ＩＴ時代に対応できる情報通信基盤を整備するとともに、電子自治体の構築をはじ
め、情報教育や企業の情報化支援などを進め、市民生活の利便性の向上や産業振興を
図ります。

　　●電子自治体の構築

　　　　行政において、各種情報システムを統一するとともに、公共施設間の情報通信ネットワーク

整備を進め、電子自治体の基礎を築きます。

　　　　また、各種地図情報、各種手続き等の電子化などにより、行政事務の迅速化や庁内での情報

の共有等を図るとともに、郵便局など公共性の高い機関等との通信ネットワークを整備し、行

政情報の迅速な提供と住民生活の利便性の向上を図ります。

　　　　さらに、市民と双方向で情報交換ができるシステムを構築し、市民のまちづくりに対する意

見聴取や各種相談の機会の拡充を図ります。

　　●地域情報化

　　　　携帯電話の不通話地域の解消を促進し、市内一円における情報通信境格差を是正します。

　　　　また、地域イントラネット＊の導入などにより、ブロードバンド＊に対応できる情報通信基

盤を整備するとともに、市民だれもが情報化社会の利便性を享受できるように、学校教育や生

涯学習における情報教育を推進します。あわせて、ネットワーク上での経済取引や創造性豊か

な産業活動を促進するため、情報通信技術の導入に関する啓発・普及・研修等や融資制度等の

情報提供など、企業の情報化を促進します。

 

－４６－

＊地域イントラネット→インターネットや通信回線を使って、特定のエリア内でネットワークを構築し、情報の共
有化などを行う目的としたシステムのこと。

＊ブロードバンド→データ伝送の分野において、広帯域のこと。狭義には、複数の信号を同一の伝送路（ケーブル
など）で送る方式で、近年は、単に高速度で大容量のデータ転送のことを指すことが多い。動画の伝送など、ネッ
トワーク上の高度なサービスを実現するもの。
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図表５－６　情報化タウン推進プロジェクトの流れ



　　Project６：環境にやさしいまち推進プロジェクト

　　　吹上浜の環境保全に一体的に取り組むとともに、ごみのリサイクル、新エネルギー
設備等の導入、環境学習拠点施設づくりを推進し、環境にやさしいまちづくりを進め
ます。

　　●吹上浜県立自然公園区域及び周辺海域の一体的保全の推進

　　　　吹上浜県立自然公園区域については、市民一体となった清掃活動に取り組み、環境負荷の低

減を図ります。また、生活排水について、各地域の実情に応じた効率的な処理手法の導入を選

定するとともに、家畜排せつ物処理の適正化等の強化、水源かん養林の育成等により、総合的

な河川・海岸・海域の浄化を推進します。

　　●市民一体となったごみの減量化・リサイクルの推進

　　　　ごみの分別・収集・処理体系を統一し、より一層のリサイクルを推進します。

　　　　また、ごみの減量化を推進するため、ごみ分別指導員への支援を強化するとともに、各家庭

における生ごみの堆肥化等を促進します。

　　●新エネルギー・省エネルギー導入の推進

　　　　地球温暖化を防止するため、公共施設等を中心として太陽光発電や風力発電など新エネル

ギーの導入に努めるとともに、教育面や観光面での活用を推進するほか、公用車のクリーンエ

ネルギー車への転換を推進します。

　　　　また、家庭や事業所等と一体となって新エネルギー・省エネルギーの導入や普及啓発を推進

し、太陽光発電やクリーンエネルギー自動車など個人における新エネルギー等の導入に対して

助成措置を検討します。

　　●森林空間を活用した林業体験・環境学習の推進

　　　　森林地域を活用し、林業体験・環境学習の機能を持つ拠点整備を進め、青少年育成や都市農

村交流の場としての活用を図ります。
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図表５－７　環境にやさしいまち推進プロジェクトの流れ
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第６章　県事業の推進

　　鹿児島県は、新市の施策と連携しながら、次に掲載する事業を実施していくことなどにより、新

市のまちづくりを積極的に支援します。
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【県事業一覧】

備　　考実 施 事 業項　　目分　野

○地方特定道路整備事業

○道路改築事業

○県単道路整備事業

○県単道路整備事業（交付金）

○特定交通安全施設等整備事業

○通学路等交通安全対策事業

○県単交通安全施設整備事業

道路・交通社会基盤

○街路整備事業市街地整備

○公営住宅整備事業住宅・公園生活環境

○急傾斜地崩壊対策事業

○通常砂防・火山砂防事業

○治山事業

○統合河川整備事業

消防・防災等

○交通安全施設整備事業交通安全・防犯等

○土地改良施設維持管理適正化事業

○県営かんがい排水事業

○中山間地域総合整備事業

○地域用水環境整備事業

○県営防災ダム事業

○経営体育成基盤整備事業

○農業用河川工作物応急対策事業

○農道環境整備事業

○県営シラス対策事業

○ふるさと農道緊急整備事業

○過疎基幹農道整備事業

○農地環境整備事業

○畑地帯総合整備事業（担い手育成型）

○広域農道整備事業

農林業産業経済

○広域漁港整備事業

○漁港環境整備事業

○海岸保全施設整備事業

○海岸環境整備事業

水産業



第７章　公共的施設の統合整備に関する事項

　１　公共的施設の統合整備の基本的考え方

　　　公共施設の整備については、これまでの住民生活に急激な変化がないように十分留意し、また、

それぞれの地域の特性や地域間のバランス、さらに財政事情等を考慮しつつ、計画的に推進して

いくこととします。

　　また、統合整備の検討にあたっては、行財政運営の効率化を主眼とし、既存の公共的施設の有

効活用等を基本に、住民サービスの低下を招かないように配慮するものとします。その際、運

営・管理等においては、民間事業者、ボランティア等、民間活力を活用できるものについては、

積極的に導入していくものとします。

　　盧　庁舎整備の基本的考え方

　　　　新市の事務所の位置は、伊集院町郡一丁目１００番地とします。

　　　　現在の東市来町、日吉町及び吹上町の役場は、それぞれ支所（総合支所方式）とし、吹上町

の永吉支所は出張所とし、合併後３年以内に廃止します。

　　盪　庁舎以外の公共的施設の統合整備の基本的考え方

　　　　一部事務組合等の施設については、新たな広域行政も視野に入れながら、その再編に努めて

いきます。

　　　　社会教育施設や社会体育施設については、既存施設の機能強化を図りながら、新規に必要な

施設については、複合施設としての整備を図ります。

　　　　学校施設については、当面維持しながら、老朽化等への対応を図り、新市において学校区の

見直しの中で検討します。学校の給食センターについては、既存施設の機能、業務の効率化を

考慮した上で、再編します。

　　　　児童館については、各地域のニーズに応じて整備を進めます。

　　　　その他の公共的施設については、機能強化を図りながら、施設の有効活用に努めます。
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第８章　財政計画

　新市の財政計画は、平成１７年度から平成２６年度までの１０年間について、歳入歳出の各項目ごとに

過去の実績、人口推移等を勘案し、普通会計ベースで策定したものです。

　策定においては、合併後の１０年間及びそれ以降、新市の健全な財政運営を堅持することを前提と

しているほか、合併特例債等の国・県の財政支援措置を考慮しております。

　各項目の前提については、次のとおりです。

　１　歳入

　　盧　地方税

　　　　新市においてもこれまでどおりの歳入を見込んでいます。今後の経済成長は見込まず、将来

人口や過去の税収の推移に連動させて推計しています。

　　盪　地方譲与税

　　　　平成１５年度の実績値ベースで推移するものとしますが、平成１６年度創設の所得譲与税の影響

も考慮しています。

　　蘯　利子割交付金等

　　　　利子割交付金については、平成１５年度の実績値ベースで一定とし、平成１６年度創設の配当割

交付金及び株式等譲渡所得割交付金の影響も考慮しています。

　　盻　地方消費税交付金

　　　　今後の経済成長は見込まず、将来人口に連動させて推計しています。

　　眈　ゴルフ場利用税交付金

　　　　平成１５年度の実績値ベースから毎年度１％減で推移するものとしています。

　　眇　自動車取得税交付金

　　　　平成１５年度の実績値ベースで推移するものとしています。

　　眄　地方特例交付金

　　　　平成１５年度の実績値ベースで推移するものとしています。

　　眩　地方交付税

　　　　普通交付税については、現制度による実績を勘案のうえ、普通交付税の算定の特例（合併算

定替）及び合併直後の臨時的経費や合併特例債に対する普通交付税措置などを考慮し推計して

います。

　　　　特別交付税については、普通交付税と同様、現行制度による実績を勘案のうえ、新市建設に

対する特別交付税措置などを考慮し推計しています。

　　眤　交通安全対策特別交付金

　　　　平成１５年度の実績値ベースで推移するものとしています。

　　眞　分担金及び負担金

　　　　平成１５年度の実績値ベースで推移するものとしています。

　　眥　使用料及び手数料

　　　　平成１５年度の実績値ベースで推移するものとしています。

　　　　また、日置地区塵芥処理組合、日置地区消防組合、日置広域連合が解散し、新市の直営とな

ることによる影響も見込んでいます。

　　眦　国庫支出金

　　　　それぞれの性質別歳出経費に対応してこれまでの財源実績割合から推計し、合併に係る国の

財政支援（合併市町村補助金）等も考慮しています。
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　　眛　県支出金

　　　　それぞれの性質別歳出経費に対応してこれまでの財源実績割合から推計し、合併に係る県の

財政支援（市町村合併特例交付金）等も考慮しています。

　　眷　財産収入

　　　　過去５年間の平均値で推移するものとしています。（特に大きい年度は除く。）

　　眸　寄附金

　　　　過去５年間の平均値で推移するものとしています。（特に大きい年度は除く。）

　　睇　繰入金

　　　　必要に応じて財政調整基金及び減債基金等からの繰入金を活用します。

　　睚　諸収入

　　　　過去５年間の平均値で推移するものとしています。（特に大きい年度は除く。）

　　　　また、日置地区塵芥処理組合、日置地区消防組合、日置広域連合が解散し、新市の直営とな

ることによる影響も見込んでいます。

　　睨　地方債

　　　　臨時財政対策債は現制度を基に、通常債及び合併特例債については普通建設事業量等に対応

し推計しています。
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　２　歳出

　　盧　人件費

　　　　特別職や議会議員等の減員による影響を見込み、また、一般職員分は類似団体を参考に、合

併後１０年間は退職者２人につき１人の採用を行う想定で推計しています。

　　　　また、日置地区塵芥処理組合、日置地区消防組合、日置広域連合が解散し、新市の直営とな

ることによる増員の影響も見込んでいます。

　　盪　物件費

　　　　合併後の削減効果を見込んで推計しています。

　　　　また、日置地区塵芥処理組合、日置地区消防組合、日置広域連合が解散し、新市の直営とな

ることによる影響も見込んでいます。

　　蘯　維持補修費

　　　　過去５年間の平均値で推移するものとしています。（特に大きい年度は除く。）

　　　　また、日置地区塵芥処理組合、日置地区消防組合、日置広域連合が解散し、新市の直営とな

ることによる影響も見込んでいます。

　　盻　扶助費

　　　　高齢者福祉分については、平成１５年度の高齢者一人当たりの額に将来の高齢者数を乗じて算

出しています。その他については、将来人口と連動させて推計しています。

　　　　また、市制施行に伴う新たな費用を見込んでいます。

　　眈　補助費等

　　　　合併前水準の２％相当額を毎年度削減すると見込んで推計しています。

　　　　また、日置地区塵芥処理組合、日置地区消防組合、日置広域連合が解散し、新市の直営とな

ることによる負担金の減額などを見込んで推計しています。

　　眇　公債費

　　　　合併の前年度までの借入に伴う償還額に、合併後の新たな地方債や合併特例債の借入に伴う

償還額を見込んでいます。

　　　　また、日置地区塵芥処理組合及び日置地区消防組合の債務を引き継ぐ影響も考慮しています。

　　眄　積立金

　　　　単年度収支が黒字になった場合、後年度の財政運営のために、基金に積み立てるものとして

います。また、合併特例債による造成分も見込んでいます。

　　眩　投資及び出資金、貸付金

　　　　過去５年間の平均値で推移するものとしています。（特に大きい年度は除く。）

　　眤　繰出金

　　　　高齢者関連特別会計分については、平成１５年度の高齢者一人当たりの額に将来の高齢者数を

乗じて推計しています。その他については、平成１５年度の実績値ベースで推移するものとして

います。

　　眞　普通建設事業費

　　　　新市まちづくり計画に基づき、財政収支上、実施可能な事業費を年度ごとに見込んで推計し

ています。

－５４－



－５５－

財政計画一覧表 （単位：百万円）

Ｈ２６Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２１Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７◆歳入

３，７３８３，７０２３，６４１３，７５５３，７１９３，６４８３，７５３３，７０７３，６３５３，７４０１　地方税

４１１４１１４１１４１１４１１４１１４１０４１０４１０４１０２　地方譲与税

４７４７４７４７４７４７４７４７４７４７３　利子割交付金等

４３９４３８４３８４３７４３７４３６４３５４３５４３４４３４４　地方消費税交付金

６０６１６２６２６３６３６４６５６５６６５　ゴルフ場利用税交付金

８９８９８９８９８９８９８９８９８９８９６　自動車取得税交付金

１３７１３７１３７１３７１３７１３７１３７１３７１３７１３７７　地方特例交付金

７，１９９７，２８０７，２２４７，０１４６，８７４６，８６１６，６４８６，８８９７，１４８７，３１６８　普通交付税

６９８７０１７０５６９７６９６７０１６９４８８７１，００４１，１８４９　特別交付税

８８８８８８８８８８１０　交通安全対策特別交付金

２８１２８１２８１２８１２８１２８１２８１２８１２８１２８１１１　分担金・負担金

３５８３５８３５８３５８３５８３５８３５８３５８３５８３５８１２　使用料

１３２１３２１３２１３２１３２１３２１３２１３２１３２１３２１３　手数料

１，７２７１，７１７１，７１５１，７１３１，７０２１，６９３１，７００１，８６６１，８７２１，８７７１４　国庫支出金

１，１６６１，１４３１，１３９１，１３５１，１１２１，２０４１，２１９１，２３４１，２５０１，２６５１５　県支出金

５９５９５９５９５９５９５９５９５９５９１６　財産収入

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７　寄付金

００００００４２０００１８　繰入金

０００００００００１８３１９　繰越金

２０６２０６２０６２０６２０６２０６２０６２０６２０６２０６２０　諸収入

２，５９８２，７９９２，９１８３，０２１３，２１４３，７０３３，７２３３，８０１３，８８２３，９３５２１　地方債

６８０５８８５５６５２４４３１３３８３６７３９５４２４４５３　　　うち通常債

９０２９０６９１２９０２８９７９０４８９５９４４９９７１，０２１　　　うち臨時財政対策債

１，０１６１，３０６１，４５１１，５９６１，８８６２，１７６２，１７６２，１７６２，１７６２，１７６　　　うち合併特例債（建設）

０００００２８５２８５２８５２８５２８５　　　うち合併特例債（基金）

１９，３６６１９，５８１１９，５８１１９，５７５１９，５５６２０，０４９２０，０１７２０，６２２２１，０３１２１，７４０歳 入 計

Ｈ２６Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２１Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７◆歳出

３，４８８３，５５５３，６３７３，７１１３，７７８３，８７５３，９４２４，０３２４，１３２４，２０６１　人件費

２，２２９２，２５９２，２８９２，３２０２，３５０２，３８０２，４１０２，４４０２，４７０２，５００２　物件費

２５９２５９２５９２５９２５９２５９２５９２５９２５９２５９３　維持補修費

２，９１２２，９１０２，９０８２，９０７２，９０５２，９０６２，９０７２，９０９２，９１０２，９１１４　扶助費

８５４８７１８８９９０６９２３９４１９５８９７５９９２１，０１０５　補助費等

３，７６５３，７７０３，９６３４，０９３３，９５３３，８５９３，８３９３，７８０３，７７２３，７０７６　公債費

１，７３８１，９６７２，４３２２，８３４２，９７３３，１７１３，４４３３，４９１３，６１３３，６４１　　　うち通常分

６６１６０１５４０４８０４１７３５２２８５２１５１２２６６　　　うち臨時財政対策債分

１，２３６１，０７１８８３６９２４９７２９７９８６５３３０　　　うち合併特例債分（建設）

１３１１３１１０９８７６５３９１３９４０　　　うち合併特例債分（基金）

９１２９４７５６３２４５１９０５０１３００６７５８３１１，３３１７　積立金

９１２９４７５６３２４５１９０２０１０３７５５３１１，０３１　　　うち通常分

０００００３００３００３００３００３００　　　うち合併特例債充当分

１４１４１４１４１４１４１４１４１４１４８　投資及び出資金，貸付金

２，１５０２，１４１２，１３２２，１２３２，１１３２，１１５２，１１６２，１１８２，１２０２，１２１９　繰出金

２，７８３２，８５５２，９２７２，９９９３，０７１３，１４３３，２１５３，２８７３，３５９３，４３１１０　普通建設事業

１，７１４１，４８０１，４００１，３１９１，０８５８５２９２４９９６１，０６８１，１４０　　　うち通常分

１，０６９１，３７４１，５２７１，６８０１，９８５２，２９１２，２９１２，２９１２，２９１２，２９１　　　うち合併特例債充当事業分

０００００５５５５１３３１７２２４９１１　合併に伴う臨時的経費

１９，３６６１９，５８１１９，５８１１９，５７５１９，５５６２０，０４９２０，０１７２０，６２２２１，０３１２１，７４０歳 出 計

（注）端数処理のため、計が合わない箇所があります。



－５６－

【新市まちづくり計画の体系】
基
本
理
念

地理的特性と歴史や自然との調和を生かした
ふれあいあふれる健やかな都市づくり

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
向

豊かな自然環境を生かしたふれあいと安らぎのある健やかなまちづくり

地理的特性を生かした魅力あるまちづくり

古のロマンが織りなす歴史と文化のまちづくり

地域資源の持つ可能性を生かした個性ある産業振興のまちづくり

分
野
別
の
振
興
方
向

社会基盤（どこに住んでいても不便さを感じない都市基盤づくり）

生活環境（自然環境と調和する豊かな暮らしづくり）

産業経済（自然風土や産業基盤を生かした活力ある産業群の育成）

保健医療福祉（子供から高齢者まで安心して暮らせるまちづくり）

教育文化（特色ある地域文化を継承する風土づくり）

住民自治（地域の活性化を支える組織活動の充実）

行財政（市民の満足度と効率化を両立できる体制づくり）

地
域
別
の
振
興
方
向

分野別基本計画

新
市
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

Project１：吹上浜アスリートの森づくりプロジェクト

Project２：食と農の創造拠点整備プロジェクト

Project３：史と景と文化のまちづくりプロジェクト

Project４：いきいきすこやか拠点整備プロジェクト

Project５：情報化タウン推進プロジェクト

Project６：環境にやさしいまち推進プロジェクト

東市来地域

伊集院地域

日 吉 地 域

吹 上 地 域
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